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三
一

内
務
省
勧
業
寮
の
成
立
と
勧
農
政
策

                                                         　
　
　
　
　

國　
　

雄
行

は
じ
め
に

　

明
治
維
新
を
実
現
し
た
政
府
は
、
国
力
を
増
進
す
る
た
め
に
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
の
改
良
に
着
手
し
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

八
月
、
大
蔵
省
に
勧
農
寮
を
設
置
し
、
欧
米
農
業
を
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
在
来
農
法
に
も
着
目
し
な
が
ら
事
業
を
展
開
し
た
。
し
か

し
、
翌
五
年
一
〇
月
、
財
政
難
の
た
め
に
勧
農
寮
は
お
よ
そ
一
年
で
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（
１
）
   

。
農
業
は
自
然
を
相
手
と
す
る
だ

け
に
、
そ
の
改
良
に
は
時
間
と
資
金
を
要
す
る
。
し
た
が
っ
て
勧
農
政
策
を
進
め
る
た
め
に
は
、
政
策
を
安
定
的
に
継
続
さ
せ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
は
強
い
政
治
力
を
も
つ
人
物
が
政
策
の
指
揮
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
条
件
が
整
っ
た
の
が
明
治

六
年
一
一
月
の
内
務
省
の
設
置
と
大
久
保
利
通
の
内
務
卿
就
任
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
開
設
後
の
内
務
省
は
、
勝
田
政
治
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
内
乱
外
征
（
佐
賀
の
乱
・
台
湾
出
兵
）
や
内
在
的
理
由
（
未

成
熟
な
政
策
論
）
に
よ
り
、
本
格
的
に
省
務
を
始
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た（
２
）
   

。
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
内
務
省
に
置
か
れ
た
勧

業
寮
も
大
蔵
省
か
ら
引
き
継
い
だ
勧
業
事
業
を
持
続
さ
せ
て
は
い
た
が
、
財
源
確
保
に
苦
し
み
新
規
事
業
に
は
な
か
な
か
着
手
で
き
ず
に

い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
石
塚
裕
道
氏
は
、
勧
業
寮
が
大
蔵
省
か
ら
引
き
継
い
だ
内
藤
新
宿
試
験
場
の
事
業
の
中
で
、
最
も
重
点
が
置
か
れ
た
の
は
海
外

諸
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
洋
種
の
果
樹
・
穀
菜
の
試
植
と
そ
れ
ら
の
各
府
県
へ
の
配
布
で
あ
る
と
し
、
こ
の
結
果
に
つ
い
て
は
津
下
剛
氏
の
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二
〇
一
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年
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月

三
二

説
を
引
用
し
て
「
在
来
種
の
改
良
よ
り
も
、
こ
う
し
た
洋
種
の
無
系
統
な
直
輸
入
は
ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
成
果
を
収
め
ず
、
同
試
験
機
関

は
八
年
後
に
廃
止
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る（
３
）
   

。
ま
た
、『
茨
城
県
農
業
史
』
に
は
、「〝
や
み
く
も
の
勧
農
政
策
〞
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
が
、

外
国
種
苗
輸
入
配
布
政
策
」
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
種
類
、
あ
ら
ゆ
る
品
種
の
種
苗
が
無
選
択
に
輸
入
さ
れ
、
各
府
県
に
配
布
、
試
作
を

勧
奨
さ
れ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る（
４
）
   

。

　

最
近
で
は
勧
農
政
策
が
欧
米
農
業
の
直
輸
入
で
あ
っ
た
と
す
る
右
の
よ
う
な
説
の
修
正
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。例
え
ば
勝
部
眞
人
氏
は
、

明
治
八
年
、
九
年
度
に
お
け
る
海
外
種
苗
の
輸
入
量
と
各
府
県
へ
の
国
内
外
種
苗
の
頒
布
量
を
示
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
外
国
種
以
上
の

国
内
種
苗
の
広
範
な
収
集
・
配
布
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
、「
一
八
八
〇
年
代
後
半
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
、
欧

米
農
業
で
あ
れ
在
来
の
も
の
で
あ
れ
と
に
か
く
新
し
い
も
の
を
試
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
を
見
出
さ
せ
て
い
こ

う
と
す
る
政
府
側
の
姿
勢
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る（
５
）
   

。

　

本
稿
で
は
以
上
の
研
究
を
踏
ま
え
て
次
の
課
題
を
設
定
す
る
。
第
一
に
勧
業
寮
の
設
立
経
緯
と
設
立
後
の
予
算
等
に
着
目
し
、
一
等
寮

と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
勧
業
寮
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
し
紙
幅
の
都
合
か
ら
明
治
八
年
中
頃
ま
で
を
対
象
と
す
る
。
第
二
に
、

勧
業
寮
の
重
要
事
業
で
あ
っ
た
植
物
試
験
、
外
国
種
苗
の
頒
布
を
分
析
し
、
こ
れ
が
欧
米
農
業
直
輸
入
に
よ
る
無
系
統
・
闇
雲
な
政
策
だ
っ

た
か
検
討
す
る
と
と
も
に
、
国
内
外
の
農
業
調
査
を
分
析
し
て
勧
業
寮
が
欧
米
の
み
を
重
視
し
て
い
た
の
か
検
討
す
る
。

一　

大
蔵
省
か
ら
内
務
省
へ

１　

明
治
六
年
の
「
勧
農
」
構
想
の
浮
上

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
〇
月
九
日
に
「
公
費
多
端
」
と
い
う
理
由
で
大
蔵
省
勧
農
寮
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
勧
農
業
務
は

租
税
寮
勧
業
課
に
引
き
継
が
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
に
も
委
託
さ
れ
る
か
た
ち
と
な
っ
た
。
勧
農
寮
廃
止
前
日
の
八
日
に
「
定
石
代
安
石

代
等
改
正
」
に
よ
る
増
税
が
布
告
さ
れ
た
が
、
地
方
委
託
の
方
法
と
は
、
こ
の
増
税
分
の
約
二
割
を
地
方
の
「
勧
業
授
産
ノ
要
費
」
に
す
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三
三

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、こ
れ
が
下
付
さ
れ
た
の
は
、『
歳
入
歳
出
決
算
報
告
書
』を
み
る
限
り
、明
治
六
〜
七
年
に
お
い
て
は
、

山
梨
、
筑
摩
、
熊
谷
、
磐
前
の
四
県
の
み
で
あ
っ
た（
６
）
   

。

　

勧
農
寮
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
勧
農
構
想
が
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
大
蔵
大
輔
井
上
馨
の
勧
農
寮
廃
止
の
上
申
に

対
し
、
左
院
は
「
農
業
ハ
素
ヨ
リ
本
邦
ノ
要
務
タ
ル
論
ヲ
待
タ
ス
、
而
シ
テ
頑
固
愚
蒙
ノ
民
、
旧
習
ニ
拘
泥
シ
各
国
耕
牧
ノ
盛
業
ヲ
知
ラ

サ
ル
ヲ
患
ル
久
シ
、
農
学
校
ノ
如
キ
、
牧
畜
ノ
如
キ
、
之
ヲ
誘
導
シ
、
之
ヲ
鼓
舞
シ
、
駸
々
進
歩
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
勧
農
の
重
要
性

を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る（
７
）
   

。
こ
の
時
の
左
院
副
議
長
は
明
治
初
年
か
ら
勧
農
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
た
伊
地
知
正
治
で
あ
り
、
左
院
の

意
見
は
伊
地
知
の
意
向
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、勧
農
政
策
を
重
要
視
す
る
見
解
は
政
府
に
内
在
し
て
お
り
、

政
府
を
と
り
ま
く
状
況
が
変
わ
れ
ば
、
勧
農
寮
は
い
つ
で
も
復
活
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
変
化
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
岩
倉

使
節
団
に
よ
る
外
国
農
業
の
視
察
で
あ
ろ
う
。
使
節
団
は
「
欧
米
で
も
賤
業
視
さ
れ
て
い
た
農
業
を
、
政
府
（
国
家
）
が
政
策
的
に
振
興

を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
果
を
あ
げ
て
き
た
と
認
識
し
た
」
の
で
あ
る（
８
）
   

。

　

使
節
団
の
成
果
は
『
米
欧
回
覧
実
記
』
に
詳
し
い
が
、
そ
の
他
に
も
使
節
団
の
一
員
と
し
て
欧
米
農
業
を
視
察
し
た
大
蔵
省
七
等
出
仕

阿
部
潜
の
報
告
「
勧
農
見
込
書
」（
明
治
六
年
二
月
提
出
）
が
あ
る（
９
）
   

。
阿
部
は
こ
こ
で
、
欧
米
の
「
民
ハ
教
育
ニ
富
ミ
人
智
ノ
開
達
セ
ル

ニ
ヨ
リ
、
農
事
経
済
ニ
敏
ク
、
且
器
械
等
ニ
巧
ミ
ナ
ル
ハ
遠
ク
我
民
ノ
上
ニ
有
リ
」
と
述
べ
、
日
本
に
お
い
て
農
学
校
の
設
置
を
主
張
し

た
。
ま
た
、
欧
米
で
は
勧
農
局
を
設
置
し
て
農
事
改
良
に
着
手
し
て
い
る
た
め
農
業
が
発
達
し
、「
冨
国
強
兵
ノ
大
本
ヲ
興
起
」
し
て
い

る
と
記
し
た
。
さ
ら
に
日
本
農
業
に
必
要
な
も
の
と
し
て
、
①
農
事
に
関
す
る
民
勢
取
調
、
②
農
事
調
査
の
た
め
欧
米
へ
の
官
員
派
遣
、

③
農
業
博
覧
会
・
農
業
博
物
館
、
④
農
事
を
注
意
す
る
官
員
、
⑤
家
畜
医
校
、
⑥
書
物
展
覧
場
（
人
口
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
村
落
に
設
置
）、

⑦
農
事
布
告
、
⑧
運
輸
交
通
網
の
整
備
の
八
策
を
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
①
は
物
産
取
調
、
②
は
勧
業
寮
官
員
の
欧
米
派
遣
、
③
は
共

進
会
・
農
業
博
物
館
、
④
は
農
事
通
信
員
、
⑤
は
駒
場
農
学
校
、
⑦
は
勧
業
報
告
の
刊
行
と
、
⑥
⑧
を
の
ぞ
き
、
若
干
性
格
が
異
な
る
も

の
も
あ
る
が
内
務
省
が
勧
業
政
策
を
担
当
し
た
明
治
一
三
年
ま
で
に
ほ
ぼ
実
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
実
現
し
た
の
は
阿
部
の
提
言
が
活

か
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
欧
米
の
農
業
事
情
を
知
る
者
た
ち
が
阿
部
と
同
様
の
見
解
を
も
ち
、
こ
れ
を
実
現
に
移
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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三
四

例
え
ば
③
共
進
会
と
い
う
名
で
実
現
し
た
農
業
博
覧
会
は
、『
米
欧
回
覧
実
記
』、
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
の
お
雇
い
外
国
人
ワ
グ
ネ
ル
の
報
告

書
、
松
方
正
義
の
「
勧
農
要
旨
」
に
も
そ
の
重
要
性
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（ 10  
） 。
欧
米
農
業
を
視
察
し
た
者
た
ち
が
日
本
に
必
要
で

あ
る
と
認
識
し
た
制
度
、
技
術
等
は
、
あ
る
程
度
共
通
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

勧
農
政
策
は
、
税
の
増
収
を
は
か
る
大
蔵
省
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。
明
治
六
年
、
大
蔵
省
租
税
権
頭
の
松
方
正
義
は
、
同
省
事

務
総
裁
の
大
隈
重
信
に
対
し
、
国
家
の
富
強
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
地
勢
ノ
便
宜
ヲ
詳
ニ
シ
、
民
心
ノ
帰
向
ヲ
察
シ
以
テ
農
卜
工
商

ト
ヲ
講
習
奨
励
ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
し
、
こ
の
「
講
習
奨
励
」
に
は
順
序
が
あ
り
、「
其
地
力
ヨ
リ
生
ス
ル
ノ
利
ヲ
以
テ
漸
次
ニ
工
商
ノ
鴻

利
ニ
及
ホ
ス
ノ
術
ヲ
施
ス
ニ
若
カ
ス
」
と
述
べ
、
ま
ず
「
農
」
に
着
手
す
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
松
方
は
、
生
活
の
根
本
は
衣
食
で
あ
り
、

衣
食
の
根
本
は
勧
農
よ
り
生
じ
る
と
考
え
、
勧
業
政
策
の
優
先
順
位
と
し
て
農
↓
工
商
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
適
地
適
作

を
進
め
れ
ば
、「
其
鴻
益
経
年
ナ
ラ
ス
シ
テ
功
験
ヲ
見
ル
ヘ
シ
、
此
レ
其
本
ヲ
務
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
投
ス
ル
処
ノ
資
本
僅
少
ナ
リ
ト
難

ト
モ
、
其
生
ス
ル
所
ノ
利
許
多
ナ
ル
ヘ
シ
、
其
利
許
多
ナ
レ
ハ
税
額
モ
従
テ
増
ス
ヘ
シ
」
と
、
勧
農
の
帰
結
と
し
て
税
の
増
収
の
可
能
性

を
述
べ
た（ 11  

） 。

　

明
治
六
年
の
政
府
に
は
、
勧
農
政
策
を
重
視
す
る
セ
ク
タ
ー
（
左
院
）、
外
遊
経
験
者
の
勧
農
構
想
、
勧
農
が
富
強
策
で
あ
る
と
と
も

に
税
の
増
収
策
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
い
つ
で
も
、
当
時
進
め
ら
れ
て
い
た
内
務
省
設
立
の
動
き
と
融
合
す
る
可

能
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

２　

伊
地
知
正
治
と
勧
業
寮
の
設
立

　

内
務
省
勧
業
寮
の
原
型
と
な
っ
た
の
は
伊
地
知
正
治
の
勧
農
寮
構
想
で
あ
っ
た
。
伊
地
知
は
、
す
で
に
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
欧

米
農
具
導
入
を
説
き
、
四
年
に
「
時
務
建
言
書
」「
勧
農
建
言
書
（
勧
農
再
言
）」
を
提
出
し
、
欧
米
農
法
を
取
り
入
れ
た
勧
農
政
策
の
重

要
性
を
建
言
し
た
。「
勧
農
建
言
書
（
勧
農
再
言
）」
で
は
在
来
農
法
に
注
視
し
な
が
ら
、
試
験
場
、
農
学
校
と
い
っ
た
欧
米
の
科
学
的
な

農
法
を
取
り
入
れ
る
旨
を
記
し
て
い
る（ 12  

） 。
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成
立
と
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農
政
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（
國
）

三
五

  

明
治
六
年
九
月
に
岩
倉
使
節
団
が
帰
国
し
、征
韓
論
政
変
を
経
て
、一
一
月
一
〇
日
に
内
務
省
の
設
置
が
布
告
さ
れ
た
。
同
二
五
日
に
は
、

左
院
の
伊
地
知
と
松
岡
時
敏
、
参
議
の
寺
島
宗
則
、
伊
藤
博
文
が
正
院
制
度
取
調
御
用
掛
と
な
り
、
内
務
省
の
機
構
が
決
め
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
際
、
伊
地
知
の
「
内
務
省
職
制
私
考
草
案
」（
以
下
、
伊
地
知
草
案
）
が
た
た
き
台
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
伊
地
知
草
案
で
の
内

務
省
は
、
本
省
、
戸
籍
寮
、
勧
農
寮
・
出
張
所
、
警
保
寮
、
記
録
寮
、
会
計
司
で
構
成
さ
れ
、
省
務
の
中
心
は
戸
籍
、
勧
農
、
警
保
の
三

寮
で
、
勧
農
を
内
政
の
軸
と
し
て
い
た（ 13  

） 。

　

伊
地
知
草
案
の
「
勧
農
寮
并
出
張
所
」
で
は
、
大
蔵
省
租
税
寮
が
勧
農
業
務
を
担
当
し
て
い
る
現
状
に
不
満
を
示
し
、
内
務
省
に
移
管

す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
左
院
は
、
明
治
五
年
一
〇
月
に
大
蔵
省
勧
農
寮
が
廃
止
さ
れ
た
際
に
、
勧
農
業

務
が
「
租
税
寮
ニ
合
併
ス
ル
ノ
議
ニ
至
テ
ハ
尤
不
可
ナ
リ
、
如
何
ト
ナ
レ
ハ
徴
租
苛
酷
ニ
陥
ル
ハ
古
今
ノ
通

弊
、
勧
農
ノ
寮
ヲ
別
ニ
設
ケ
テ
其
根
本
ヲ
勧
ム
ル
ハ
、
民
ヲ
愛
護
ス
ル
ユ
ヱ
ン
ナ
リ
」
と
述
べ
、
税
務
を
管

理
す
る
租
税
寮
の
中
に
、
勧
農
業
務
が
置
か
れ
る
こ
と
に
不
服
を
唱
え
て
い
た（ 14  

） 。

　

伊
地
知
草
案
で
は
勧
農
寮
業
務
の
概
要
と
し
て
、
①
開
墾
・
耕
地
培
養
・
収
穫
等
の
便
宜
の
方
法
を
調
査

し
て
布
達
す
る
、
②
獣
類
・
穀
類
種
子
の
頒
布
、
③
府
県
願
伺
の
評
議
、
④
欧
米
の
農
学
大
校
の
よ
う
な
勧

農
寮
出
張
所
の
設
置
、
を
掲
げ
た
。
さ
ら
に
「
出
張
勧
農
寮
ノ
法
方
ハ
別
ニ
取
調
ヘ
置
候
草
稿
御
座
候
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
別
に
詳
細
な
プ
ラ
ン
が
練
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
勧
農4

寮
は
内
務
省
開
設
時
に
は
勧
業4

寮
と
し
て
誕
生
す
る
。
こ
の
間
の
変
遷
を
表
１
に
示
し
た
。
ま

ず
、
明
治
六
年
一
一
月
の
伊
地
知
草
案
（
内
務
省
職
制
私
考
草
案
）
で
は
、
勧
農
寮
は
戸
籍
寮
の
次
に
記
さ

れ
て
い
る
が
等
級
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
詳
細
な
日
付
が
わ
か
ら
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
一
一
〜
一
二

月
頃
に
三
等
寮
で
あ
っ
た
勧
農
寮
は
、
審
議
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
翌
年
一
月
に
二
等
寮
の
勧
業
寮
と
な
り
、

確
定
時
に
一
等
寮
と
な
っ
た
。
勧
農
に
工
と
商
と
い
う
肉
付
け
を
し
て
勧
業
寮
と
し
一
等
寮
に
格
上
げ
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
農
・
工
・
商
を
総
合
的
に
勧
奨
す
る
機
関
を
立
ち
上
げ
て
、
勧
業
殖
産
を
強
力

　表 1　勧農寮から勧業寮への変遷
                 

 年　月
     

 文書表題等
       

 寮名
    

 等級
    

 6 年 11 月
       

 内務省職制私考草案
           

 勧農寮
     

 ―
   

 ↓
   

 内務省所管六寮
         

 勧農寮
     

 3 等寮
     

 7 年 1 月
       

 原案
    

 勧業寮
     

 2 等寮
     

 ↓
   

 変更確定案
       

 勧業寮
     

 1 等寮
     

  
  
典拠：『内務省史』第 3巻 979 頁を元に作成。
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第
四
四
五
号　

二
〇
一
一
年
三
月

三
六

に
推
進
し
よ
う
と
し
た
大
久
保
の
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

勧
農
寮
は
、「
工
」
が
含
ま
れ
る
勧
業
寮
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、
工
部
省
の
勧
工
部
門
が
内
務
省
に
移
管
さ
れ
る
可
能
性
が
浮
上
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
当
の
工
部
省
勧
工
寮
は
一
一
月
一
九
日
に
同
省
制
作
寮
に
吸
収
さ
れ
る
か
た
ち
で
廃
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（ 15  

） 。
こ
の
件

に
関
し
て
柏
原
宏
紀
氏
は
、
工
部
卿
伊
藤
博
文
が
内
務
省
の
機
構
を
決
定
す
る
制
度
取
調
掛
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
こ

と
に
よ
り
、
内
務
省
設
置
に
際
し
て
「
工
部
省
は
、
実
質
的
に
は
、
機
構
面
で
も
管
轄
も
最
低
限
の
影
響
し
か
受
け
な
か
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る（ 16  

） 。
つ
ま
り
、
伊
藤
は
制
度
取
調
掛
に
任
命
さ
れ
る
前
か
ら
内
務
省
に
勧
業
寮
が
設
置
さ
れ
る
可
能
性
を
予
測
し
て
、
勧
工
寮

業
務
を
製
作
寮
に
避
難
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
勧
業
寮
を
は
じ
め
、
戸
籍
、
駅
逓
、
土
木
、
地
理
寮
等
、
内
務
省
の
大
部
分
は
大
蔵
省
か
ら
の
移
管
で
あ
っ
た
が
、
大
蔵
省
が

こ
れ
ら
の
移
管
を
口
を
く
わ
え
て
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
大
蔵
省
租
税
寮
に
は
荒
蕪
地
・
山
林
、
蚕
種
原
紙
の
売
却
代
金
等
を

国
庫
に
入
れ
ず
に
保
蓄
し
て
き
た
勧
業
資
本
金
が
あ
り
、
こ
れ
を
勧
業
事
業
費
に
あ
て
て
い
た
。
明
治
六
年
一
二
月
、
大
蔵
卿
大
隈
重
信

は
、
租
税
寮
勧
業
課
の
移
管
を
前
に
、
こ
の
勧
業
資
本
金
を
国
庫
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る（ 17  

） 。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
内
務

省
勧
業
事
業
を
停
滞
さ
せ
る
要
因
と
な
り
、
勧
業
寮
は
勧
業
資
本
金
を
取
り
戻
す
た
め
に
腐
心
す
る
の
で
あ
る
。

３　

勧
業
寮
事
務
章
程
の
公
布

　

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
三
月
に
公
布
さ
れ
た
勧
業
寮
事
務
章
程
（
全
二
七
条
）
を
み
て
み
よ
う（ 18  

） 。
第
一
条
で
は
、「
勧
業
寮
ハ
全
国

農
工
商
ノ
諸
業
ヲ
勧
奨
、
確
実
、
盛
大
ナ
ラ
シ
ム
ル
事
務
ヲ
管
掌
ス
ル
所
ナ
リ
」
と
宣
言
し
、
勧
業
寮
を
農
工
商
の
総
合
的
な
勧
奨
機
関

と
し
て
位
置
づ
け
た
。
農
業
関
連
の
条
目
は
、
①
農
家
に
有
益
な
珍
種
を
分
配
す
る
（
四
条
）、
②
農
業
学
校
・
勧
農
会
社
制
度
の
創
定

（
八
条
）、
③
勧
農
方
法
の
企
図
（
一
二
条
）、
④
農
業
が
不
振
な
場
合
の
原
因
調
査
（
一
五
条
）、
⑤
食
糧
・
種
籾
・
農
具
代
等
の
貸
与
方

法
の
立
案
（
一
八
条
）
で
あ
る
。
農
家
へ
の
珍
種
分
配
や
勧
農
会
社
制
度
創
設
、
農
具
貸
与
等
、
具
体
的
な
施
策
を
掲
げ
て
民
業
重
視
の

姿
勢
を
示
し
た
。
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内
務
省
勧
業
寮
の
成
立
と
勧
農
政
策
（
國
）

三
七

　

工
業
関
連
の
条
目
は
、
①
工
業
等
の
健
康
被
害
の
調
査
（
九
条
）、
②
発
明
者
の
褒
賞
（
一
〇
条
）、
③
専
売
免
許
付
与
（
一
一
条
）、

④
工
業
が
不
振
な
場
合
の
調
査
と
対
策
の
報
告
（
一
七
条
）
で
あ
る
。
褒
賞
や
専
売
特
許
等
は
工
業
奨
励
上
、
重
要
で
あ
る
が
、
間
接
的

な
保
護
・
奨
励
策
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
工
業
分
野
を
ど
の
よ
う
に
奨
励
し
た
い
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

商
業
関
連
の
条
目
は
、
①
会
社
の
法
則
の
考
案
（
一
三
条
）、
②
貿
易
・
商
業
が
衰
退
し
た
場
合
、
そ
の
原
因
の
調
査
と
振
起
方
法
の

考
案
（
一
六
条
）、
こ
の
他
、
第
二
条
に
「
諸
会
社
ヲ
勧
誘
シ
、
益
全
国
天
造
人
造
ノ
諸
物
産
ヲ
拡
充
ス
ル
ヲ
図
ル
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
工

業
関
連
の
条
目
よ
り
さ
ら
に
具
体
的
奨
励
方
法
を
欠
い
て
い
る
。

　

勧
業
寮
は
勧
農
寮
構
想
か
ら
始
ま
っ
た
た
め
、
農
業
関
連
の
条
目
に
は
具
体
的
な
方
策
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
工
・
商
に
関
し
て
は
、

ま
だ
詳
細
な
奨
励
方
法
が
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
間
接
的
な
奨
励
内
容
を
記
し
た
条
目
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

内
務
省
の
殖
産
興
業
政
策
の
特
徴
は
、
民
業
重
視
の
姿
勢
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
通
説
で
は
「
殖
産
興
業
に
関
す
る
建
議
書
」

に
お
い
て
、
従
来
の
官
業
重
視
の
工
部
省
路
線
と
ち
が
い
、
民
業
重
視
の
姿
勢
が
萌
芽
的
に
あ
ら
わ
れ
、
翌
年
五
月
の
「
本
省
事
業
ノ
目

的
ヲ
定
ル
ノ
儀
」
で
明
確
化
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る（ 19  

） 。
し
か
し
、民
業
奨
励
に
つ
い
て
は
、こ
の
事
務
章
程
で
す
で
に
そ
の
姿
勢
（
特

に
農
牧
業
重
視
）
が
示
さ
れ
て
お
り
、
大
蔵
省
勧
農
寮
時
代
に
も
府
県
に
西
洋
種
苗
を
頒
布
し
た
り
、
国
産
米
・
在
来
農
具
の
調
査
、
勧

農
会
社
（
開
農
社
）
の
設
立
許
可
等
、
民
業
を
重
視
し
て
い
た（ 20  

） 。
さ
ら
に
、
小
幡
圭
祐
氏
は
明
治
四
年
か
ら
六
年
ま
で
の
大
蔵
省
の
勧

農
政
策
が
、「「
士
民
」
に
よ
る
会
社
の
も
と
で
行
わ
れ
る
民
営
事
業
に
依
存
し
つ
つ
、
勧
農
寮
（
租
税
寮
）
は
あ
く
ま
で
「
保
証
」
と
し

て
官
営
事
業
や
財
政
援
助
を
実
行
す
る
と
い
う
民
営
奨
励
方
針
を
基
調
と
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（ 21  

） 。
こ
れ
ま
で
、
内
務
省

設
立
以
前
の
勧
農
政
策
の
研
究
が
乏
し
か
っ
た
た
め
、
民
業
重
視
の
姿
勢
は
工
部
省
に
よ
る
官
業
中
心
の
勧
業
政
策
の
反
省
を
も
と
に
内

務
省
期
か
ら
始
ま
っ
た
か
の
ご
と
く
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
姿
勢
は
内
務
省
設
置
以
前
の
大
蔵
省
期
に
す
で

に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
四
四
五
号　

二
〇
一
一
年
三
月

三
八

二　

勧
業
寮
の
予
算
と
そ
の
実
態

１　

勧
業
寮
の
陣
容

　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
一
月
二
九
日
、
大
久
保
が
内
務
卿
に
就
任
し
、
省
内
人
事
が
進
め
ら
れ
た
。
翌
年
一
月
、
勧
業
権
頭
に
は

河
瀬
秀
治
が
抜
擢
さ
れ
た
。
河
瀬
は
武
蔵
、
小
菅
、
印
旛
、
群
馬
、
入
間
、
熊
谷
と
知
県
事
、
県
令
を
歴
任
し
た
地
方
行
政
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
で
、
熊
谷
県
で
は
開
明
県
令
と
し
て
蚕
糸
業
の
改
良
や
近
代
教
育
の
発
展
に
力
を
注
い
だ（ 22  

） 。

　

勧
業
助
に
任
命
さ
れ
た
古
谷
簡
一
は
、
旧
幕
臣
で
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
函
館
奉
行
小
出
大
和
守
秀
実
に
随
い
（
定
役
出
役
）、

ロ
シ
ア
と
の
樺
太
国
境
交
渉
の
た
め
に
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
赴
い
た
経
歴
が
あ
る
。
維
新
後
は
、
会
計
官
出
納
司
権
判
事
、
民
部

省
通
商
大
佑
、
大
蔵
省
租
税
権
助
等
、
会
計
・
通
商
畑
を
歩
い
て
き
た（ 23  

） 。
勧
業
寮
で
は
工
務
を
担
当
し
て
富
岡
製
糸
場
や
堺
紡
績
場
等

の
業
務
に
従
事
し
た
が
、
そ
の
経
歴
か
ら
商
務
を
こ
な
す
こ
と
も
期
待
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

　

勧
業
権
助
に
任
命
さ
れ
た
岩
山
敬
義
（
直
樹
）
は
明
治
四
年
か
ら
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
農
牧
業
に
関
す
る
研
修
、
調
査
を
行
っ

た
経
験
を
も
ち
、
勧
業
寮
で
農
務
を
担
当
し
た
。
ま
た
友
田
清
彦
氏
は
「
内
務
省
職
制
私
考
草
案
」
を
作
成
し
た
伊
地
知
正
治
に
勧
農
寮

の
情
報
を
提
供
し
た
の
が
岩
山
で
あ
る
と
推
察
し
て
い
る（ 24  

） 。
そ
の
ほ
か
六
等
出
仕
に
は
、
幕
末
の
パ
リ
万
国
博
、
明
治
六
年
の
ウ
ィ
ー

ン
万
国
博
に
参
加
し
た
田
中
芳
男
（
幕
末
の
開
成
所
で
香
港
の
白
菜
や
オ
ラ
ン
ダ
の
リ
ン
ゴ
を
栽
培
し
た
経
験
を
も
つ
）、
七
等
出
仕
に

は
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
に
際
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
蚕
糸
業
等
を
視
察
し
、
そ
れ
ら
の
技
術
を
伝
習
し
て
き
た
佐
々
木
長
淳
が
就
任
し
た（ 25  

） 。

勧
業
寮
は
、
上
層
部
に
外
国
技
術
・
情
報
を
接
収
す
る
た
め
に
洋
行
経
験
者
を
配
置
し
、
そ
れ
を
地
方
行
政
プ
ロ
の
河
瀬
が
統
率
す
る
と

い
う
陣
営
を
と
っ
て
い
た
。

２　

明
治
七
年
三
月
の
仮
定
額
金
の
申
請
と
勧
業
寮
の
実
態

　

内
務
省
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
月
に
省
務
を
開
始
し
た
の
で
、
会
計
年
度
第
七
期
（
明
治
七
年
一
〜
一
二
月
）
の
予
算
費
目
中
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三
九

に
内
務
省
の
項
目
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
七
年
一
月
、
内
務
省
は
経
費

と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
一
〇
万
円
と
洋
銀
二
〇
〇
〇
ド
ル
（
お
雇
い
外
国
人
給
料

等
）
を
申
請
し
て
許
可
を
受
け
た
。
予
定
で
は
、そ
の
後
、内
務
省
が
定
額
金
（
一

年
間
の
経
費
）
を
算
出
し
て
申
請
し
、
左
院
財
務
課
の
許
可
を
経
て
、
こ
の
金
額

を
月
割
り
で
受
け
取
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
定
額
金
は
な
か
な
か
決

定
せ
ず
、
よ
う
や
く
三
月
三
一
日
に
仮
の
定
額
金
を
申
請
し
た
。
許
可
を
得
た
金

額
は
、
月
額
で
常
費
（
内
務
省
費
）
が
五
万
九
五
五
二
円
・
洋
銀
二
四
九
四
ド
ル
、

国
費
が
五
万
四
六
五
五
円
・
洋
銀
一
〇
三
〇
ド
ル
と
な
っ
て
い
た
。
常
費
は
月
給
、

旅
費
等
、
国
費
は
勧
業
寮
・
駅
逓
寮
諸
費
、
府
県
営
繕
費
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち

勧
業
寮
諸
費
は
三
万
〇
二
四
一
円
に
の
ぼ
り
、
勧
業
事
業
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た

か
の
よ
う
に
見
え
る（ 26  

） 。
し
か
し
、
こ
の
額
を
年
額
換
算
す
る
と
三
六
万
二
八
九
二

円
と
な
り
、
第
六
期
（
明
治
六
年
一
月
〜
一
二
月
）
に
勧
業
資
本
金
で
ま
か
な
わ

れ
た
大
蔵
省
の
勧
業
関
係
の
支
出
三
四
万
八
四
二
五
円
と
大
差
が
な
い
の
で
あ
る

（
表
２
）。
し
か
も
第
六
期
勧
業
資
本
金
に
は
富
岡
製
糸
場
諸
費
は
含
ま
れ
て
お
ら

ず
、
こ
れ
は
別
途
、
第
六
期
の
歳
出
費
目
「
勧
業
費
」
八
万
四
三
三
七
円
か
ら
支

出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る（ 27  

） 。

　

仮
定
額
金
に
よ
り
当
面
の
内
務
省
経
費
の
月
額
が
定
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

実
際
は
、
前
月
か
ら
の
繰
越
金
等
の
調
整
が
あ
る
た
め
、
表
３
の
と
お
り
、
月
毎

に
受
け
取
る
金
額
は
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
後
も
内
務
省
は
繰
越
金
や
毎
月
の
過

不
足
を
計
算
し
て
申
請
し
、
そ
の
金
額
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
こ
の
状
況
は
明
治

　表 2　第 6～ 7期勧業関係支出内訳                   　　　 表 3　内務省経費
会計年度　

　内訳
第 6期
勧業資本金

第 7期 3月
勧業寮諸費

明治 7年
月 受取額

内藤新宿試験場他 42,782  36,000 1 100,000
富岡製糸場 ―  60,600 2 200,000
堺製糸場 ( 紡績場 ) 6,861  15,300 3 7,923
養蚕取締･蚕種原紙売捌他 134,367  250,992 4 114,207
勧業貸与金・繰替金 58,998  ― 5 47,046
上記以外の勧業諸費 85,633  ― 6 99,129
その他 19,787  ― 計 568,305

合　計 348,428  362,892
＊円未満は切り捨て。洋銀は不掲載。
典拠：表 2「明治六年中勧業ノ諸費出方大蔵省協議上申」（『公文録』明治 7年 10月
　　　　　内務省伺 6）。「本月分仮定額金御渡伺」（『公文録』明治 7年 4月内務省伺 2）。
      　表 3「本年仮定額費御渡伺」（『公文録』明治 7年 8月内務省伺 2）、より作成。
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第
四
四
五
号　

二
〇
一
一
年
三
月

四
〇

八
年
度
の
会
計
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
後
の
明
治
八
年
八
月
頃
ま
で
続
く
の
で
あ
る（ 28  

） 。

  
話
を
元
に
戻
し
て
第
七
期
の
勧
業
寮
諸
費
か
ら
大
蔵
省
と
内
務
省
の
勧
業
政
策
を
検
討
し
よ
う
。
表
２
に
お
い
て
大
蔵
省
期
（
第
六
期
）

と
内
務
省
期
（
第
七
期
）
と
を
比
較
す
る
と
支
出
合
計
に
は
大
差
が
な
く
、
主
要
な
費
目
も
継
承
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
務
省
勧
業
寮

の
予
算
は
基
本
的
に
大
蔵
省
の
勧
業
政
策
を
参
考
に
決
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
勧
業
寮
費
の
中
で
目
立
つ
の
は
養
蚕
取
締
（
大
総

代
の
旅
費
・
月
給
等
）、
原
紙
売
捌
方
（
各
地
の
売
捌
所
諸
費
）、
他
（
掃
立
原
紙
買
上
代
）
二
五
万
余
円
で
、
第
六
期
か
ら
ほ
ぼ
倍
増
し
、

第
七
期
全
体
の
三
割
を
占
め
て
い
る
。
養
蚕
取
締
は
大
蔵
省
租
税
寮
勧
業
課
の
主
要
業
務
で
、
内
務
省
設
置
後
、
大
久
保
も
蚕
種
の
粗
製

濫
造
を
防
ぐ
た
め
そ
の
取
締
を
重
要
視
し
て
い
た（ 29  

） 。
こ
の
結
果
、
第
七
期
の
内
藤
新
宿
試
験
場
費
や
勧
業
諸
費
に
し
わ
寄
せ
が
来
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
内
務
省
が
開
か
れ
て
一
躍
一
等
寮
と
な
っ
た
勧
業
寮
の
実
態
で
あ
り
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
状
態
は
明
治
八
年
半

ば
ま
で
続
い
た
。
つ
ま
り
、
内
務
省
勧
業
寮
は
、
開
設
か
ら
一
年
半
の
間
、
新
規
事
業
に
着
手
で
き
ず
、
大
蔵
省
か
ら
引
き
継
い
だ
勧
業

事
業
で
さ
え
、
堺
製
糸
場
（
紡
績
場
）
を
除
い
て
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

仮
定
額
金
を
申
請
し
た
四
日
後
の
明
治
七
年
四
月
四
日
、
大
久
保
の
代
理
を
つ
と
め
る
木
戸
孝
允
内
務
卿
が
、
勧
業
経
費
の
支
払
い
に

つ
い
て
上
申
し
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
六
年
中
に
大
蔵
省
が
着
手
し
た
勧
業
事
業
費
の
支
払
い
が
残
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
木
戸
は
、
勧
業
寮
設
置
以
前
の
勧
業
諸
費
は
勧
業
資
本
金
か
ら
支
出
さ
れ
た
こ
と
、
六
年
一
二
月
に
そ
の
勧
業
資
本
金
が
出
納
寮

に
入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
六
年
度
以
前
の
勧
業
諸
費
の
支
払
残
金
は
、
大
蔵
省
が
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
上
申
し
た
の
で

あ
る
。
左
院
財
務
課
が
勧
業
寮
に
作
成
さ
せ
た
六
年
度
の
勧
業
関
係
の
仕
訳
書
に
よ
る
と
勧
業
資
本
金
は
一
五
四
万
円
余
と
な
っ
て
い

た（ 30  

） 。

　

明
治
七
年
六
月
、
こ
の
件
に
決
着
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
河
瀬
、
古
谷
、
岩
山
が
連
名
で
大
久
保
に
「
勧
業
意
見
」
を
提
出
し
た（ 31  

） 。
意

見
の
前
半
で
は
、
勧
業
業
務
の
重
要
性
、
緊
急
性
を
示
し
、
後
半
で
は
「
勧
業
事
務
ノ
進
歩
ハ
資
金
ノ
多
寡
ニ
応
シ
」
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
、
勧
業
資
本
金
の
奪
回
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
書
で
河
瀬
等
は
、
常
費
と
内
藤
新
宿
試
験
場
・
富
岡
製
糸
場
・
堺
紡
績
所
・

養
蚕
取
締
関
係
費
用
を
あ
わ
せ
て
「
歳
額
」
を
提
出
し
た
が
、
左
院
財
務
課
に
節
減
を
迫
ま
れ
た
こ
と
を
記
し
（「
歳
額
」
は
七
年
三
月
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四
一

の
仮
定
額
金
と
思
わ
れ
る
）、
こ
の
「
歳
額
」
は
、
わ
ず
か
に
現
在
着
手
し
て
い
る
事
業
を
概
算
し
た
だ
け
で
、
新
規
の
事
業
費
は
入
っ

て
い
な
い
こ
と
、
こ
の
額
で
は
、
今
後
、
何
の
事
業
も
興
す
こ
と
が
で
き
な
い
う
え
、
既
設
事
業
も
成
功
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
訴
え
た
。
そ
し
て
、「
定
額
」
の
他
に
、
さ
ら
に
一
〇
〇
万
円
の
下
付
を
要
求
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
〇
〇
万
円
の
出
所

と
し
て
あ
て
に
し
た
の
が
「
勧
業
資
本
金
、
百
五
拾
余
万
円
」
で
あ
り
、
こ
の
中
か
ら
一
〇
〇
万
円
を
三
年
間
に
分
け
て
下
付
し
て
も
ら

う
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。

３　

明
治
七
年
八
月
の
仮
定
額
金
の
増
額
申
請

　

明
治
七
年
八
月
、
大
久
保
は
「
内
務
省
仮
定
額
金
経
費
概
表
」
を
提
出
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た（ 32  

） 。

････

本
年
一
月
中
、
当
省
御
設
置
有
之
、
各
寮
司
之
儀
ハ
大
蔵
、
工
部
両
省
よ
り
分
附
相
成
候
儀
ニ
而
、
事
務
之
費
金
年
額
之
高
、

当
省
創
立
間
合
も
無
之
確
定
難
致
者
勿
論
ニ
候
得
共
、
本
省
及
各
寮
司
仮
定
額
凡
積
を
以
取
調
、
本
年
三
月
中
上
申
致
、
右
仮
定

額
之
目
途
高
、
月
割
ヲ
以
御
下
渡
之
儀
申
上
、
月
々
大
蔵
省
ヨ
リ
請

取
事
務
為
相
運
居
候
処
、
六
月
ニ
至
、
定
額
御
決
定
之
御
指
図
無
之

中
、
事
務
着
手
ニ
付
、
無
余
儀
廉
多
々
相
生
シ
、
就
而
者
是
迄
閉
塞

渋
滞
之
事
業
等
夫
々
引
立
実
際
相
調
候
処
、
半
年
試
検
之
概
算
ニ
而

者
、
先
般
上
申
之
目
途
金
高
ニ
而
者
、
迚
も
引
足
不
申
儀
、
判
然
致

来
候････

　

大
久
保
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、「
無
余
儀
廉
」
に
よ
り
「
閉
塞
渋

滞
之
事
業
」
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
と
、
三
月
に
申
請
し
た
仮
定
額
金

で
は
、
事
業
を
進
め
る
う
え
で
と
て
も
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
大
久
保
は
、
三
月
に
申
請
し
た
額
を
大
幅
に
増
額
し
、
新
た
な
仮
定

　表 4　内務省歳額 

部 局 7 年 8 月
仮定額金

 8 年 5 月
定額金

本 省 208,638  249,466
勧業寮 776,150  2,008,430
警保寮 39,545  40,018
戸籍寮 19,118  25,491
駅逓寮 393,522  642,601
土木寮 91,736  213,539
地理寮 83,880  287,508
測量司 76,615  ―
合 計 1,689,204  3,467,053

＊円未満切り捨て。洋銀は不掲載。
典拠：「本年仮定額費御渡伺」（『公文録』
明治 7年 8 月内務省伺 2）、「本省定額金
ノ儀伺」（『公文録』明治 8年 6月内務省
伺2）、「本省事業ノ目的ヲ定ムルノ儀（「明
治八年定額金見込書」）」（『公文録』明治
8年 10 月内務省伺 2）より作成。
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第
四
四
五
号　

二
〇
一
一
年
三
月

四
二

額
金
と
し
て
約
一
七
〇
万
円
を
申
請
し
た
の
で
あ
る
（
表
４
の
「
七
年
八
月
仮
定
額
金
」
の
欄
）。
明
治
七
年
一
月
〜
六
月
の
半
年
間
に

内
務
省
に
下
付
さ
れ
た
金
額
は
、
洋
銀
を
除
く
と
約
五
七
万
円
で
あ
る
（
表
３
）。
こ
れ
を
年
額
換
算
す
る
と
約
一
一
四
万
と
な
る
の
で
、

大
久
保
は
八
月
仮
定
額
金
で
年
額
経
費
を
一
・
五
倍
に
見
積
も
っ
た
こ
と
に
な
る
。
内
訳
で
特
に
目
立
つ
の
が
勧
業
寮
の
七
七
万
円
余
で

あ
る
。
こ
れ
は
大
久
保
が「
勧
業
、地
理
両
寮
之
如
キ
ハ
追
々

事
業
蕃
殖
之
見
込
有
之
候
間
、
将
来
之
経
費
ヲ
モ
相
加
ヘ
申

候
」
と
述
べ
て
お
り
、
勧
業
寮
費
に
「
将
来
之
経
費
」
が
組

み
込
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
。

　

次
に
勧
業
寮
の
歳
額
を
検
討
す
る
た
め
に
表
５
の
「
七
年

三
月
仮
定
額
金
」
と
「
七
年
八
月
仮
定
額
金
」
を
比
較
す
る
。

三
月
仮
定
額
金
の
「
月
給
・
旅
費
他
」
の
詳
細
は
不
明
の
た

め
、
こ
れ
を
八
月
仮
定
額
金
か
ら
除
く
と
六
七
万
四
六
〇
〇

円
と
な
り
、
八
月
仮
定
額
金
は
三
月
仮
定
額
金
か
ら
ほ
ぼ
倍

増
し
た
こ
と
と
な
る
。費
目
毎
に
比
較
す
る
と
堺
製
糸
場（
紡

績
場
）
が
倍
増
し
て
い
る
点
が
目
立
つ
が
、
最
大
の
増
額
要

因
は
や
は
り
「
勧
業
資
本
金
」
約
三
〇
万
円
の
新
設
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
大
久
保
の
述
べ
た
「
将
来
之
経
費
」
で
、
前
述
し

た
河
瀬
等
の
意
見
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

  

大
久
保
は
こ
の
上
申
の
後
、
八
月
六
日
に
台
湾
出
兵
後
の

交
渉
の
た
め
横
浜
を
発
し
た
。
左
院
財
務
課
は
本
件
を
早
速

審
議
に
か
け
る
が
、申
請
額
を「
過
当
」と
し
て
認
め
ず
、「
寧
、

　表 5　内務省勧業寮（仮）定額金

 費 目 7 年 3 月
仮定額金

7年 8月
仮定額金

8年 5月
定額金

内藤新宿出張所他 36,000 36,000  147,300
富岡製糸場 60,600 58,200  61,800
堺製糸場 ( 紡績場 ) 15,300 29,400  29,400
養蚕取締関係費 250,992 244,500  78,375
勧業資本金 306,500  1,000,000
月給･旅費他 不明 101,550  135,960
農事習学場 ( 駒場農学校 )  64,800
工業試験諸費  50,000
工業習学場  45,000
商業試験諸費  50,000
商業習学場  45,000
房総牧場諸費  795
地方官委託費  300,000

合　計 362,892 776,150  2,008,430
＊円未満切り捨て。洋銀は不掲載。
典拠：「本月分仮定額金御渡伺」（『公文録』明治 7年 4月内務省伺 2）、「本

年仮定額費御渡伺」（『公文録』明治 7年 8 月内務省伺 2）、 「本省
事業ノ目的ヲ定ムルノ議（「明治八年定額金見込書」）」（『公文録』
明治 8年 10 月内務省伺 2）より作成。     
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内
務
省
勧
業
寮
の
成
立
と
勧
農
政
策
（
國
）

四
三

仮
ニ
も
常
額
ヲ
不
被
定
シ
テ
是
迄
ノ
如
ク
月
々
見
積
ヲ
以
、
諸
費
ノ
金
額
申
立
次
第
調
査
ノ
上
、
御
下
渡
有
之
候
ハ
ヽ
却
テ
穏
当
ノ
費
用

相
立
テ
、
事
業
上
ニ
も
相
叶
可
申
と
被
存
候
」
と
し
、
八
月
二
〇
日
、
正
式
に
不
許
可
の
指
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
大
久
保
は
す

で
に
上
海
の
人
で
あ
っ
た
。

　

内
務
省
は
、
こ
れ
以
後
も
毎
月
、
経
費
見
積
書
を
作
成
し
て
申
請
し
、
許
可
を
得
て
そ
の
金
額
を
受
け
取
る
と
い
う
煩
雑
な
作
業
を
繰

り
返
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
月
毎
の
申
請
は
、
事
務
渋
滞
を
引
き
起
こ
す
こ
と
、
月
毎
に
許
可
が
下
り
る
の
で
費
金
の
下
付
が
遅

れ
て
支
払
い
が
滞
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、そ
し
て
何
よ
り
も
大
規
模
な
計
画
が
建
て
に
く
い
と
い
う
デ
ィ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
左
院
財
務
課
や
大
蔵
省
側
か
ら
み
れ
ば
、
支
出
を
抑
制
で
き
る
と
い
う
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
の
で
あ
る
。
内
務
省
経
費
を
毎

月
申
請
さ
せ
て
「
穏
当
ノ
費
用
相
立
テ
」
る
の
が
財
務
課
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

　

財
務
課
が
増
額
を
認
め
な
か
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
八
月
一
二
日
に
、
太
政
官
が
院
省
使
府
県
に
発
し
た
節
倹
の
達
に
あ
ろ
う
。
こ
の

達
は
七
月
三
一
日
の
大
隈
重
信
の
上
申
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
申
で
大
隈
は
、
内
変
外
事
の
非
常
事
態
の
対
処
と
し
て
、
官
省

使
府
県
の
建
築
・
営
繕
費
（
進
行
中
も
含
む
）、
臨
時
費
、
土
木
費
、
そ
し
て
「
勧
業
資
本
ノ
為
メ
新
ニ
人
民
ヘ
貸
付
等
」
を
一
切
廃
止

す
る
と
い
っ
た
「
非
常
ノ
節
倹
」
を
、「
厳
重
御
下
命
」
し
て
く
れ
る
よ
う
に
要
請
し
た
の
で
あ
る（ 33  

） 。
大
蔵
卿
の
大
隈
が
勧
業
貸
付
金
を

不
急
の
費
用
と
位
置
づ
け
た
意
味
は
大
き
い
。

　

さ
て
、
木
戸
が
明
治
七
年
四
月
に
上
申
し
た
、
第
六
期
の
勧
業
諸
費
・
支
払
残
金
を
大
蔵
省
が
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
の
上
申
で
あ
る

が
、
一
〇
月
に
な
っ
て
も
ま
だ
決
着
が
つ
か
ず
、『
公
文
録
』
の
記
録
で
は
同
月
二
〇
日
に
、
財
務
課
に
お
い
て
関
係
書
類
を
回
覧
す
る

記
録
で
終
わ
っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
決
着
が
つ
い
た
の
か
不
明
で
あ
る（ 34  

） 。

４　

大
久
保
の
帰
国
と
明
治
八
年
の
定
額
金
の
申
請

　

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
一
月
末
、
台
湾
出
兵
の
事
後
処
理
を
終
え
た
大
久
保
が
帰
国
し
た
。
こ
の
後
、
勧
業
寮
は
大
久
保
不
在
の

間
に
棚
上
げ
に
さ
れ
た
事
業
の
巻
き
返
し
と
、
新
規
事
業
の
予
算
獲
得
に
邁
進
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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明
治
七
年
四
月
、
内
務
卿
を
兼
務
し
た
木
戸
孝
允
が
屑
糸
紡
績
所
（
新
町
紡
績
所
）
の
設
立
を
上
申
し
た
が
、「
当
分
見
合
置
可
申
事
」

と
の
裁
定
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
久
保
は
一
二
月
に
設
立
の
再
伺
を
、
翌
八
年
三
月
に
再
三
伺
を
提
出
し
、
予
算
を
勝
ち
取
っ
た（ 35  

） 。

ま
た
、
明
治
七
年
七
月
に
大
久
保
が
「
農
務
ノ
本
宗
ヲ
確
立
」
す
る
た
め
、
家
畜
医
、
耕
耘
・
牧
畜
教
師
、
農
家
化
学
者
、
耕
耘
・
牧
畜

の
老
練
農
夫
を
募
集
す
る
旨
を
上
申
し
た
が
、
翌
八
年
二
月
に
な
っ
て
も
何
の
指
令
も
下
り
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
河
瀬
が
「
農
業
進
歩
之

基
礎
ニ
シ
テ
実
際
施
行
之
順
序
ニ
於
テ
一
大
事
之
儀
ニ
付
、
至
急
御
許
允
相
成
候
様
致
度
」
と
催
促
し
た
結
果
、
同
月
に
裁
可
さ
れ
た（ 36  

） 。

さ
ら
に
、
明
治
八
年
五
月
五
日
に
大
久
保
が
上
申
し
た
「
牧
羊
開
業
ノ
儀
ニ
付
伺
」
が
同
月
八
日
に
、
同
年
一
〇
月
一
四
日
に
上
申
し

三
万
七
三
三
三
円
も
の
牧
羊
地
買
上
費
を
計
上
し
た
伺
が
、
同
月
一
八
日
に
許
可
さ
れ
た（ 37  

） 。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
明
治
八
年
五

月
以
降
、
勧
業
寮
関
係
者
の
外
国
派
遣
が
活
発
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
大
久
保
は
明
治
八
年
五
月
二
四
日
に
、
前
年
八
月
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
定
額
金
を
増
額
し
、
勧
業
寮
の
八
年
度
予
算
と
し

て
「
明
治
八
年
定
額
金
見
込
書
」（
以
下
①
。
本
書
の
申
請
額
は
表
５
「
八
年
五
月
定
額
金
」
に
示
し
た
）
を
提
出
し
た
。
勝
田
政
治
氏

が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
①
と
セ
ッ
ト
と
な
る
文
書
と
し
て
、
②
「
山
林
局
設
立
ノ
議
ニ
付
伺
」、
③
無
題
の
「
伺
い
」（
各
地
方
警
察

設
置
伺
）、
④
「
海
外
直
売
ノ
基
業
ヲ
開
ク
ノ
議
」、
そ
し
て
こ
れ
ら
四
件
の
総
論
と
し
て
⑤
「
本
省
事
業
ノ
目
的
ヲ
定
ム
ル
ノ
議
」
が
提

出
さ
れ
た（ 38  

） 。

  

①
は
勧
業
寮
の
八
年
度
予
算
案
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
寮
の
予
算
案
は
同
月
二
七
日
に
「
明
治
八
年
本
省
并
各
寮
定
額
金
取
調
牒
」
と

し
て
提
出
さ
れ
た（ 39  

） 。
別
々
に
申
請
さ
れ
た
理
由
は
、
表
４
の
八
年
五
月
の
欄
に
示
し
た
よ
う
に
、
勧
業
寮
予
算
は
他
寮
と
は
比
較
に
な

ら
な
い
ほ
ど
突
出
し
て
お
り
、
そ
れ
相
当
の
説
明
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
説
明
が
⑤
な
の
で
あ
ろ
う
。
⑤
で
は
緊
要
事
業
と
し

て
、
①
〜
④
に
対
応
し
て
ⓐ
樹
芸
・
牧
畜
・
農
工
商
、
ⓑ
山
林
保
存
、
樹
木
栽
培
、
ⓒ
地
方
取
締
、
ⓓ
海
運
の
四
点
が
掲
げ
ら
れ
、
予
算

増
額
や
新
規
事
業
等
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
一
〇
月
一
九
日
に
発
令
さ
れ
、
ⓐ
ⓑ
ⓓ
の
「
三
件
ハ
此
程
相
達

候
一
週
年
間
経
費
金
ニ
基
キ
尚
事
業
ノ
目
途
取
調
更
ニ
可
伺
出
候
」
と
、
五
月
一
八
日
の
太
政
官
達
（
一
周
年
の
収
入
・
経
費
等
の
総
額

を
予
算
雛
形
に
そ
っ
て
作
成
し
大
蔵
省
に
送
致
す
る
）
を
利
用
し
て
内
務
省
に
再
考
を
促
し
た
。
ⓒ
は
「
行
政
警
察
ノ
規
則
方
法
ハ
不
日
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何
分
ノ
指
令
可
及
事
」
と
発
令
さ
れ
、
一
二
月
に
行
政
警
察
規
則
の
改
正
が
公
布
さ
れ
た（ 40  

） 。

　

さ
て
、
永
井
秀
夫
氏
は
、
大
久
保
が
①
で
農
工
商
を
三
部
門
に
分
け
て
「
農
ヲ
基
ト
シ
工
商
之
ニ
応
シ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

内
務
省
の
殖
産
興
業
政
策
に
お
け
る
大
久
保
の
意
図
・
構
想
で
は
「
農
牧
業
・
農
産
加
工
工
業
が
中
心
に
お
か
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
断
し
て
い
る（ 41  

） 。
果
た
し
て
こ
の
判
断
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

勧
業
寮
は
、
当
初
、
勧
農
寮
と
し
て
構
想
さ
れ
た
た
め
、
工
商
部
門
の
事
業
は
後
れ
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
工
と
い
っ
て
も

大
蔵
省
か
ら
引
き
継
い
だ
富
岡
製
糸
場
や
堺
製
糸
場
等
、
農
産
加
工
業
部
門
が
中
心
で
あ
り
、
鉄
道
、
船
舶
と
い
っ
た
重
工
業
部
門
は
相

変
わ
ら
ず
工
部
省
の
所
管
で
あ
っ
た
。「
商
」
に
関
す
る
事
業
は
と
り
わ
け
進
ま
ず
、
よ
う
や
く
②
に
お
い
て
農
工
を
仲
介
す
る
存
在
と

し
て
「
商
」
の
重
要
性
が
提
示
さ
れ
、「
勧
商
事
務
ノ
至
急
最
重
ナ
ル
所
以
」
が
説
か
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
⑤
で
「
工
業
未
タ
挙
ラ
ス
、

商
法
未
タ
盛
ナ
ラ
ス
」
と
嘆
き
な
が
ら
も
、
農
業
不
振
に
つ
い
て
記
し
て
い
な
い
点
も
、
大
久
保
が
工
商
政
策
の
後
れ
を
特
に
重
視
し
て

い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

工
商
の
事
業
が
進
ま
な
か
っ
た
の
は
、
右
の
理
由
に
加
え
、
内
変
外
事
と
大
久
保
の
不
在
、
そ
し
て
何
よ
り
も
厳
し
い
予
算
制
限
が
要

因
で
あ
っ
た
。
明
治
七
年
一
月
か
ら
①
が
書
か
れ
る
ま
で
の
一
年
半
の
勧
業
寮
は
、
大
蔵
省
か
ら
引
き
継
い
だ
勧
農
業
務
を
持
続
す
る
し

か
な
く
、「
農
ヲ
基
ト
」せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
久
保
は
、「
農
」に
応
じ
る「
工
商
」の
事
業
拡
張
を
急
務
と
考
え
、「
工

業
試
験
諸
費
」「
工
業
習
学
場
諸
費
」「
商
業
試
験
諸
費
」「
商
学
試
験
場
費
」（
表
５
）
を
新
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大

久
保
は
①
に
お
い
て
、「
農
」
に
応
じ
て
い
な
い
「
工
商
」
の
予
算
を
獲
得
し
て
、
明
治
七
年
三
月
の
事
務
章
程
に
あ
る
農
工
商
三
業
の

総
合
的
な
奨
励
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
①
が
書
か
れ
た
時
点
で
「
農
牧
業
・
農
産
加
工
工
業
が
中
心
に
お
か
れ
る
に
い
た
っ
た
」
の
で

は
な
く
、
大
蔵
省
か
ら
勧
業
事
業
を
引
き
継
い
だ
時
点
、
す
な
わ
ち
勧
業
寮
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時
点
で
「
農
牧
業
・
農
産
加
工
工
業
」
中

心
な
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、①
（
表
５
「
八
年
五
月
定
額
金
」）
で
は
、前
年
度
に
勧
業
費
を
圧
迫
し
て
い
た
「
養
蚕
取
締
関
係
費
」
が
三
分
の
一
に
減
少
し
た
。

こ
れ
は
、
蚕
種
取
締
の
変
更
に
よ
り
、
養
蚕
取
締
費
と
掃
立
原
紙
買
上
代
が
な
く
な
り
、
原
紙
売
捌
諸
費
の
み
と
な
っ
た
た
め
で
、
工
商
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関
係
費
の
新
設
を
容
易
に
し
た
要
因
で
も
あ
ろ
う
。

　

①
の
目
玉
は
何
と
い
っ
て
も
勧
業
資
本
金
一
〇
〇
万
円
で
あ
る
。
勧

業
寮
は
今
度
こ
そ
こ
れ
を
引
き
だ
し
て
勧
業
費
と
し
て
使
用
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
大
久
保
は
、
勧
業
資
本
金
に
つ
い
て
農
工
商
を
勧
奨

す
る
資
本
と
し
、
欧
米
動
植
物
の
購
入
や
農
具
改
良
費
等
、
多
く
の
使

途
を
掲
げ
た
が
、
詳
細
な
費
目
は
「
実
際
着
手
ノ
方
法
」
が
決
定
さ
れ

た
後
に
明
記
す
る
と
し
た
。

　

さ
て
、
①
の
勧
業
資
本
金
の
項
に
は
左
の
付
箋
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

本
文
御
許
可
ノ
上
ハ
現
ニ
伺
済
相
成
居
候
、
屑
糸
器
械
諸
費
凡
金

拾
八
万
四
千
円
余
、
牧
羊
場
開
業
費
用
ノ
内
凡
金
六
万
四
千
円
、

其
他
商
業
勧
奨
諸
費
凡
金
参
拾
万
円
、
毛
布
器
械
設
立
諸
費
凡
金
弐
拾
弐
万
円
等
ノ
類
ハ
勿
論
、
其
外
民
力
ヲ
補
助
ス
ル
費
用
等

モ
都
而
本
条
金
額
ノ
内
ヨ
リ
支
出
可
致
積
ニ
候
事

　

大
久
保
は
す
で
に
裁
可
を
得
て
い
る
新
町
紡
績
場
費
や
下
総
牧
羊
場
費
を
勧
業
資
本
金
か
ら
支
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
勧
業

資
本
金
の
復
活
を
渋
っ
て
き
た
左
院
財
務
課
と
大
蔵
省
に
圧
力
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
八
年
度
の
勧
業
寮
経
費
（
決
算
額
）
を
表
６
に
記
し
た
。
結
果
と
し
て
①
の
申
請
額
は
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
。
し
か
し
、
第
七
期

歳
出
の
「
勧
業
費
」
三
四
万
円
余
に
比
す
れ
ば
一
二
万
円
余
も
増
額
さ
れ
、
内
藤
新
宿
出
張
所
他
の
経
費
は
前
年
度
の
倍
額
と
な
っ
た
の

で
あ
る
（
註
27
参
照
）。
勧
業
資
本
金
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
新
町
紡
績
場
や
下
総
牧
羊
場
等
の
費
用

は
別
に
支
出
さ
れ
た
。
工
業
習
学
場
、
商
業
習
学
場
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
工
業
試
験
費
と
し
て
内
山
下
町
試
験
場
費
が
獲
得
さ
れ
、

ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
事
務
局
の
事
業
（
陶
工
、
染
工
、
玉
工
、
夜
景
写
真
術
等
の
試
験
）
が
勧
業
寮
に
移
管
さ
れ
た
。
商
業
試
験
費
と
し
て

四
四
五
三
円
が
本
寮
諸
経
費
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
使
途
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
小
額
な
が
ら
も
新
規
予
算
が
認
め
ら
れ
た

　表 6　明治 8年度勧業寮経費
費　　目 金 額

本寮諸経費 133,070
内藤新宿出張所他 73,968
富岡製糸場 67,151
堺製糸場（紡績場） 19,425
蚕種原紙売捌所 49,653
農事習学場 848
内山下町試験場 25,714
下総牧羊場 64,316
下総取香種畜場 20,324
安房嶺岡種畜場 436
新町紡績所 7,816
米国博覧会事務局 3,360

合　計 466,081
＊円未満切り捨て。洋銀は不掲載。
典拠：『内務省年報・報告書』第 2 巻

151-166 頁より作成。
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四
七

こ
と
は
勧
業
寮
と
し
て
一
歩
前
進
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
工
商
拡
大
路
線
は
軌
道
に
乗
ら
ず
、「
農
ヲ
基
ト
シ
」
し
て
い
る
状
態

に
は
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

三　

勧
業
寮
の
勧
農
政
策

１　

内
藤
新
宿
出
張
所
と
植
物
試
験

　

前
章
で
は
事
務
章
程
や
予
算
等
か
ら
勧
業
寮
の
実
態
に
つ
い
て
究
明
し
た
が
、
本
章
で
は
勧
業
寮
の
政
策
で
あ
る
植
物
試
験
、
外
国
種

苗
の
購
求
・
頒
布
、
国
内
外
の
農
業
調
査
を
分
析
し
、「
は
じ
め
に
」
で
掲
げ
た
課
題
に
答
え
る
こ
と
に
す
る
。

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
二
月
に
大
蔵
省
が
開
設
し
た
内
藤

新
宿
試
験
場
は
、
七
年
一
月
に
内
務
省
に
移
管
さ
れ
、
勧
農
政
策

の
中
心
機
関
と
な
っ
た
。
六
月
に
は
事
業
拡
張
の
た
め
試
験
場
か

ら
出
張
所
に
格
上
げ
さ
れ
、
一
〇
月
に
は
所
内
に
農
業
博
物
館
が

設
置
さ
れ
る
な
ど
拡
充
を
続
け
て
い
っ
た（ 42  

） 。

　

発
足
当
初
の
勧
業
寮
は
、
な
か
な
か
新
規
事
業
に
着
手
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
限
ら
れ
た
予
算
内
に
お
い
て
、
大
蔵
省

か
ら
引
き
継
い
だ
植
物
試
験
を
着
実
に
進
め
て
い
た
。
表
８
に
第

八
期
（
明
治
八
年
一
〜
六
月
）
か
ら
明
治
九
年
度
ま
で
、
勧
業
寮

農
務
課
が
管
理
す
る
田
園
を
反
別
に
示
し
た
（「
そ
の
他
」
に
は

薬
草
園
、
用
材
園
、
各
見
本
園
が
含
ま
れ
る
）。
第
八
期
か
ら
八

年
度
に
植
物
園
の
広
さ
が
倍
増
し
て
お
り
、
こ
れ
は
八
年
度
に
お

　表 8　勧業寮植物園反別（単位：反）   
種　別 第 8期 8年度 9年度
果 樹 園 69 127 149
牧 草 園 20 44 42
穀 菜 園 36 46 31
稲  　田 ― 23 23
各用植物園 ― 21 21
そ の 他 13 18 35
合　  計 138 279 301

　表 9 　勧業寮植物園の内外種         
明治 8年度  内 外 外種率
果 樹 園  76 398    84
牧 草 園  0 52   100
穀 菜 園  296 204    41
稲　  田  121 0     0
各用植物園  125 23    16
 合 計  618 種 677 種 52％

 ＊反未満は切り捨て（合計値は原典と異なる）。 
 典拠：『内務省年報・報告書』第 2､3 巻より作成。
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八

け
る
内
藤
新
宿
出
張
所
費
の
増
額
に
比
例
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
種
別
で
は
何
れ
の
年
度
も
果
樹
園
が
半
数
近
く
を
占
め
、
そ
の
試
験

に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

表
９
に
明
治
八
年
度
の
各
植
物
園
の
外
国
種
比
率
を
示
し
た（ 43  

） 。
果
樹
園
で
は
内
国
種
七
六
、
外
国
種
三
九
八
、
合
計
四
七
四
種
、

一
万
七
六
一
五
株
の
果
樹
が
植
え
ら
れ
、
外
国
種
の
割
合
は
八
四
％
と
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
果
樹
園
の
株
数
の
内
訳
は
リ
ン
ゴ
が

七
四
二
八
株
と
最
も
多
く
、
次
が
ブ
ド
ウ
二
九
五
四
株
で
あ
る
。
一
方
、
穀
菜
園
で
は
穀
類
・
豆
等
が
栽
培
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
外
国
種
の

割
合
は
四
一
％
と
高
く
な
い
。
明
治
八
年
度
の
植
物
園
で
は
、
果
樹
・
牧
草
園
（
合
計
一
九
一
反
）
の
外
国
種
の
割
合
が
か
な
り
高
い
が
、

穀
菜
園
・
稲
田
・
各
用
植
物
園
（
合
計
九
〇
反
）
の
割
合
は
低
く
、
植
物
園
全
体
の
外
国
種
の
割
合
は
五
二
％
で
あ
る
。

　

次
に
果
樹
試
験
に
力
点
が
置
か
れ
た
理
由
を
検
討
す
る
。
第
一
に
果
実
の
味
の
魅
力
で
あ
る
。
田
中
芳
男
は
、慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

一
〇
月
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
リ
ン
ゴ
に
つ
い
て
、
そ
の
「
果
実
は
見
た
所
も
よ
く
味
も
良
い
の
で
人
々
は
驚
き
ま
し
た
、
こ

ん
な
も
の
が
世
の
中
に
あ
る
の
か
と
い
つ
て
珍
し
が
つ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る（ 44  

） 。
ま
た
、
大
久
保
利
通
は
岩
倉
使
節
団
の
一
員
と
し
て

渡
航
中
、
自
宅
で
栽
培
す
る
た
め
に
リ
ン
ゴ
と
ブ
ド
ウ
を
送
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
意
図
か
不
明
で
あ
る
が
、
内
務
省
発
足
以
前
か
ら

大
久
保
が
果
樹
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る（ 45  

） 。

　

第
二
に
、
明
治
四
年
九
月
に
、
い
わ
ゆ
る
「
田
畑
勝
手
作
の
禁
」
が
解
か
れ
、
適
地
適
作
が
奨
励
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機

に
水
稲
生
産
の
劣
等
地
に
適
す
る
商
品
作
物
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
と
な
り（ 46  

） 。
そ
の
候
補
と
し
て
果
樹
が
選
択
さ
れ
た
。

　

第
三
に
果
樹
の
も
つ
価
値
の
多
様
性
で
あ
る
。
明
治
九
年
二
月
、
勧
業
寮
が
果
樹
試
験
を
府
県
に
依
頼
す
る
際
、
勧
業
寮
七
等
出
仕
の

武
田
昌
次
が
、「
菓
実
ノ
性
質
滋
味
適
応
ニ
依
テ
或
ハ
之
レ
ヲ
砂
糖
漬
ト
シ
、
或
ハ
之
レ
ヲ
酒
ニ
醸
造
シ
其
外
種
々
ノ
製
造
方
、
人
為
ノ

巧
妙
ヲ
尽
シ
、････

将
来
、
其
輸
入
ノ
幾
分
ヲ
減
省
シ
反
テ
彼
国
へ
輸
出
ス
ル
ノ
一
品
ニ
供
ス
ヘ
キ
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
果
実
は

生
食
の
他
に
、
保
存
食
や
酒
等
に
も
な
り
、
多
様
な
価
値
を
生
み
出
す
の
で
あ
る（ 47  

） 。

　

近
世
に
作
付
け
が
米
麦
雑
穀
に
制
限
さ
れ
た
の
は
飢
饉
対
策
で
も
あ
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
も
食
糧
保
存
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
内

藤
新
宿
出
張
所
で
は
内
外
種
の
果
樹
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
造
法
に
な
ら
い
砂
糖
漬
に
し
た
。
そ
の
結
果
は
「
欧
州
精
製
ノ
品
ニ
ハ
比
例
シ
難
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四
九

タ
ケ
レ
ト
モ
、
如
此
シ
テ
貯
蓄
ス
レ
ハ
寒
暑
ヲ
不
論
、
数
年
間
ノ
久
シ
キ
腐
敗
靡
爛
ノ
掛マ
マ

念
ナ

ク
」
保
存
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
砂
糖
漬
は
府
県
に
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（ 48  

） 。

勧
業
寮
は
果
樹
を
各
府
県
で
栽
培
さ
せ
る
と
と
も
に
、
果
実
の
保
存
方
法
を
広
め
、
将
来
的
に

は
輸
出
品
と
し
て
育
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

２　

外
国
種
苗
の
購
入
と
頒
布

　

明
治
八
年
度
の
外
国
種
苗
の
購
入
先
を
表
10
に
掲
げ
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
が
多
い
が
、

清
国
か
ら
一
七
種
一
二
二
三
株
も
の
果
樹
を
購
入
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
果
樹
は
武
田
昌
次
等

が
清
国
に
渡
っ
て
購
入
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
（
後
述
）。
購
入
先
が
ア
メ
リ
カ
に
偏
っ
て
い

る
理
由
と
し
て
、
勧
業
寮
農
務
課
の
リ
ー
ダ
ー
・
岩
山
敬
義
が
、
ア
メ
リ
カ
で
農
業
修
行
を
し

て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
運
輸
上
の
都
合
と
地
理
的
要
因
も
大
き
く
影
響
し
て
い

た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
勧
業
寮
が
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
二
月
に
ブ
ド
ウ
苗
木
を
取
り
寄
せ

よ
う
と
し
た
際
、
中
属
の
岡
毅
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ド
ウ
が
最
上
で
は
あ
る
が
、「
輸
送
ノ
便
、

米
国
ニ
不
如
ヵ
故
ニ
不
得
止
是
迄
米
国
ヨ
リ
取
寄
来
候
得
共
、
可
相
成
ハ
世
界
有
名
之
種
類
ヲ

培
植
候
ハ
ヽ
一
層
有
益
ノ
事
ト
被
存
候
ニ
付
、
輸
送
之
手
段
ヲ
不
顧
」、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入

し
よ
う
と
し
た
。
岡
の
意
見
に
加
え
、
田
中
芳
男
と
武
田
昌
次
が
「
生
木
ヲ
荷
造
リ
致
シ
空
気

ノ
流
通
モ
無
之
、
熱
地
ヲ
数
日
航
海
候
ハ
ヽ
、
悠
然
萌
芽
ノ
上
ニ
テ
速
ニ
腐
朽
」
し
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
の
で
、
輸
送
ル
ー
ト
は
イ
ン
ド
洋
経
由
で
は
な
く
、
マ
ル
セ
ー
ユ
か
ら
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
ま
で
は
船
便
、
こ
こ
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ま
で
は
鉄
道
、
そ
し
て
再
度
船
便
で
横

浜
に
運
ぶ
よ
う
に
要
請
し
た（ 49  

） 。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
し
て
距
離
的
に
近
く
、

　表 10　明治 8年度 外国種苗の購求先・種数
種類　（単位等） 米 独 仏 豪 清 ジャワ

苗
木

果樹        （株数） 50 （2,553） 17 （1,223）
各用植物（株数） 3　（117）   3　 （70）
コーヒー（株数） 9（151）
幾那       （株数） 4   （60）

種
子

用材 　　 （袋）  13 （13） 204 （204）
牧草 　　 （斤） 7  （2,582）   17 （17）
麦　 　　 （合） 4 （49,843）
甜菜 　　 （合） 3（837）

 典拠：『内務省年報・報告書』第 2巻 21-23 頁より作成。
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五
〇

運
賃
が
安
か
っ
た
こ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
偏
重
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

外
国
か
ら
取
り
寄
せ
ら
れ
、「
内
国
栽
培
法
」
に
よ
り
育
て
ら
れ
た
作
物
は
勧
業
寮
で
順
次
回
覧
に
供
さ
れ
た
。
明
治
七
年
六
月
に
大

小
麦
類
七
品
、
七
月
に
穀
菜
類
一
五
品
、
八
月
に
蔬
菜
果
類
一
四
品
が
回
覧
さ
れ
、
そ
の
品
質
は
本
国
の
も
の
と
変
わ
り
な
い
と
い
う
報

告
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
不
作
も
あ
り
、
八
年
八
月
に
は
発
芽
し
な
か
っ
た
オ
リ
ー
ブ
や
、
虫
害
に
よ
り
成
熟
し
な
か
っ
た
ブ
ド
ウ
の
例

が
報
告
さ
れ
た（ 50  

） 。

　

勧
業
寮
は
内
藤
新
宿
に
お
け
る
試
験
と
と
も
に
、
各
府
県
に
お
け
る
試
験
栽
培
に
力
を
入
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
明
治
七
年
か
ら
一
八

年
ま
で
内
外
の
果
樹
・
穀
菜
等
が
府
県
に
頒
布
さ
れ
た
数
量
は
、
三
九
〇
石
余
、
株
数
五
二
万
七
四
〇
〇
余
株
に
及
ん
だ（ 51  

） 。
こ
の
頒
布

は
目
的
別
に
次
の
①
〜
③
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

①
日
本
各
地
に
お
い
て
植
物
の
適
否
を
判
断
す
る
た
め
に
頒
布

　

明
治
七
年
一
〇
月
、
勧
業
寮
は
「
国
ニ
依
リ
風
土
気
候
ノ
差
異
ア
ル
ヨ
リ
、
自
然
適
不
適
等
モ
有
之
、
其
良
否
得
失
ニ
至
テ
ハ
、
一
所

ノ
試
験
ヲ
以
テ
難
相
定
」
と
考
え
、
東
京
以
外
の
府
県
に
外
国
種
苗
の
試
植
を
依
頼
す
る
こ
と
に
し
た
。
頒
布
さ
れ
た
種
類
は
大
蔵
省
時

代
よ
り
格
段
に
多
く
な
り
、
一
〇
月
の
頒
布
時
に
は
果
樹
で
は
モ
モ
、
リ
ン
ゴ
、
チ
ェ
リ
ー
、
ナ
シ
、
ブ
ド
ウ
等
一
二
種
、
穀
菜
は
燕
麦
、

ト
マ
ト
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
甜
菜
等
七
種
が
頒
布
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
勧
業
寮
か
ら
の
依
頼
に
同
意
し
た
府
県
は
、
果
樹
に
つ
い
て

は
耕
耘
数
、
肥
料
、
季
候
、
旱
雨
の
適
否
、
成
長
状
況
、
損
傷
、
果
実
の
多
寡
・
重
量
の
七
項
目
、
穀
菜
に
つ
い
て
は
土
質
、
肥
料
、
播

種
・
収
穫
の
月
日
、
播
種
量
、
収
穫
量
、
温
度
、
降
雨
量
、
損
傷
、
成
長
状
況
等
、
一
四
項
目
を
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
た（ 52  

） 。
勧
業
寮

は
東
京
で
の
試
験
を
ふ
ま
え
、
次
の
段
階
と
し
て
各
地
に
お
け
る
各
植
物
の
適
性
デ
ー
タ
の
収
集
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

試
験
結
果
は
、
栃
木
県
の
よ
う
に
ブ
ド
ウ
が
地
味
に
適
し
て
繁
茂
し
た
の
で
、
さ
ら
に
苗
を
四
〇
本
、
要
求
し
た
県
も
あ
る
が（ 53  

） 、
従

来
か
ら
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
各
地
に
定
着
し
た
外
国
種
苗
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

②
従
来
か
ら
同
種
を
生
産
し
て
い
た
地
域
に
頒
布

　

明
治
八
年
二
月
、
勧
業
寮
は
、「
適
地
ニ
於
テ
試
植
候
ハ
ヽ
、
内
外
品
位
ノ
良
否
モ
瞭
然
」
で
あ
る
と
考
え
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
取
り
寄
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五
一

せ
た
綿
種
（
ア
ッ
プ
ラ
ン
ド
綿
と
海
島
綿
）
の
試
験
を
、
従
来
か
ら
の
綿
栽
培
地
で
あ
る
愛
知
、
堺
、
山
口
、
飾
磨
、
奈
良
、
栃
木
、
新
治
、

白
川
県
に
依
頼
し
た
。
ま
た
栽
培
法
に
つ
い
て
は
調
査
中
で
あ
る
の
で
、
在
来
の
方
法
で
栽
培
し
、
成
育
の
景
況
を
報
告
す
る
よ
う
に
伝

え
た
。
結
果
は
愛
知
県
の
報
告
に
「
不
実
ニ
テ
其
侭
腐
敗
、
或
ハ
不
苗
芽
分
モ
有
之
」
と
あ
る
よ
う
に
各
県
で
も
概
ね
不
良
で
あ
っ
た（ 54  

） 。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
煙
草
も
、
豊
岡
県
の
煙
草
産
地
で
試
験
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
は
初
年
の
た
め
に
十
分
な
試
験
が
で
き
ず
、
収
穫
の

多
寡
や
品
位
の
優
劣
が
あ
っ
た
が
、「
何
レ
モ
適
合
可
致
ニ
付
、
漸
次
産
殖
之
見
込
ニ
有
之
候
」
と
い
う
報
告
で
あ
っ
た（ 55  

） 。

　

③
寒
地
・
暖
地
栽
培
を
意
図
し
て
頒
布

　

近
世
か
ら
砂
糖
原
料
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
甘
蔗
は
亜
熱
帯
地
方
に
適
し
た
作
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
勧
業
寮
は
寒
地
栽
培
を

目
的
と
し
て
明
治
九
年
の
春
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
甜
菜
（
ビ
ー
ト
）
の
種
子
を
輸
入
し
、
内
藤
新
宿
出
張
所
と
陸
羽
地
方
で
試
験
栽
培
を
行

い
製
糖
を
試
み
た
。
根
に
塩
分
が
多
く
含
ま
れ
た
た
め
良
好
な
結
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
わ
ず
か
に
岩
手
県
産
の
根
に
は
塩
分
が
少

な
く
甘
味
が
あ
っ
た
と
い
う（ 56  

） 。

　

明
治
八
年
一
〇
月
に
は
ジ
ャ
ワ
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
の
苗
木
を
取
り
寄
せ
、こ
の
一
部
を
琉
球
に
送
っ
た
。
那
覇
の
内
務
省
出
張
所
の
中
録
・

河
原
田
盛
美
は
、「
茄
菲
ハ
欧
米
諸
国
需
要
ノ
飲
料
ニ
シ
テ
交
易
最
大
ノ
物
品
タ
ル
コ
ト
ヲ
説
示
シ
」、
数
名
に
分
与
し
て
試
植
さ
せ
た
。

ま
た
、
河
原
田
は
「
当
地
ハ
四
時
花
実
ヲ
結
ヒ
候
土
地
ニ
付
、
十
一
月
ヨ
リ
二
月
頃
迄
、
此
地
ノ
菜
蔬
菓
実
類
ヲ
内
地
ニ
運
輸
セ
シ
メ
ハ
、

内
地
人
民
ノ
賞
味
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
外
客
ノ
賞
美
ス
ル
所
ト
ナ
ル
」
と
考
え
、
馬
鈴
薯
や
ナ
ス
、
オ
リ
ー
ブ
等
、
内
外
種
の
配
布
を
勧
業

寮
に
請
願
し
た（ 57  

） 。
暖
地
栽
培
の
目
的
は
、
暖
地
に
適
し
た
作
物
を
育
て
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
物
の
栽
培
・
収
穫
期
を
ず
ら
し
、
本
州

等
の
市
場
に
野
菜
や
果
実
が
枯
渇
し
た
時
期
を
ね
ら
っ
て
、
そ
れ
ら
を
投
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

小
笠
原
諸
島
で
も
「
熱
帯
近
傍
ノ
土
地
ニ
相
応
致
シ
候
植
物
試
験
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
九
年
に
海
島
綿
が
栽
培
さ

れ
、
地
味
に
適
応
し
て
良
質
な
綿
毛
を
採
取
し
た
が
、
内
地
の
需
要
が
少
な
か
っ
た
う
え
、
在
来
種
よ
り
長
毛
で
あ
り
、
綿
弓
を
用
い
る

こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
支
障
が
重
な
り
、
栽
培
は
中
止
さ
れ
た（ 58  

） 。

　

以
上
、
外
国
種
苗
の
頒
布
方
法
を
三
つ
に
大
別
し
た
。
明
治
初
期
、
外
国
種
苗
の
デ
ー
タ
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
状
況
で
は
、
風
土

20702首都大人文歴史39号.indb   51 2011/03/18   8:32:09



人
文
学
報 

第
四
四
五
号　

二
〇
一
一
年
三
月

五
二

に
応
じ
た
植
物
の
系
統
的
な
導
入
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
勧
業
寮
は
寒
暖
に
よ

る
適
性
を
考
慮
し
た
り
、
日
本
に
お
け
る
同
種
の
産
地
を
選
ぶ
な
ど
、
一
定
の
方
針
を

も
っ
て
頒
布
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
闇
雲
に
頒
布
し
た
の
で
は
な
い

こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
は
明
治
七
年
〜
九
年
の
勧
農
政
策
を
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
の
短
い
期

間
で
試
植
結
果
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
外
国
種
苗
の
頒
布

が
、
青
森
県
の
リ
ン
ゴ
及
び
小
麦
以
外
は
ほ
と
ん
ど
定
着
し
な
か
っ
た
と
い
う
通
説
に

つ
い
て
異
論
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
村
卓
氏
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
こ
の
頒
布
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
県
で
植
物
試
験
場
等
が

設
立
さ
れ
た
こ
と
、
在
地
に
お
け
る
農
業
生
産
力
発
展
の
担
い
手
＝
老
農
の
農
事
改
良

へ
の
意
欲
を
か
き
た
て
、
彼
ら
の
眼
を
在
来
種
苗
の
取
り
寄
せ
、
試
作
に
よ
る
稲
作
全

般
に
わ
た
る
改
良
へ
と
向
け
さ
せ
た
こ
と
は
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う（ 59  

） 。

３　

外
国
農
業
調
査
の
実
施

　

外
国
種
苗
の
多
く
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
購
入
さ
れ
た
が
、
勧
業
寮
の
視
線
が
ア
メ
リ
カ

だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
表
11
に
勧
業
寮
関
係
者
の
外
国
派
遣

に
つ
い
て
記
し
た
。
派
遣
回
数
は
、清
国
四
、米
国
三
、イ
ン
ド
一
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
一
、

英
国
一
、
イ
タ
リ
ア
一
で
あ
り
、
清
に
注
目
さ
れ
て
い
た
事
実
が
判
明
す
る
。
清
と
は

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
台
湾
出
兵
で
緊
張
が
高
ま
っ
た
が
、
大
久
保
利
通
の
粘
り

強
い
交
渉
と
イ
ギ
リ
ス
公
使
ウ
ェ
ー
ド
の
調
停
に
よ
り
互
換
条
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
後
、
大
久
保
は
一
一
月
三
日
に
天
津
に
お
い
て
李

　表 11　 勧業寮関係者の外国派遣
派遣先 年月（明治） 派遣者 業務
清  ① 8 年 5 月 武田昌次他 農業調査・動植物購入

 ② 8 年 11 月 多田元吉他 茶業調査
印・清  ③ 9 年 4 月 多田元吉他 茶業調査
米・清  ④ 9 年 8 月 ジョーンズ他 牛馬羊購入
米  ⑤ 8 年 2 月 神鞭知常 勧業事務調査他

 ⑥ 9 年 2 月 西郷従道他 フィラデルフィア万国博
豪  ⑦ 8 年 5 月 橋本正人他 メルボルン万国博
英  ⑧ 9 年 2 月 富田禎次郎 農学教師招聘
伊  ⑨ 9 年 5 月 佐々木長淳 養蚕万国公会

典拠：『明治前期勧農事蹟輯録』上巻、538-539 頁。「伊国ミラン養蚕会議ヘ官員
派遣ノ儀伺」（『公文録』明治 9年 5月内務省伺 3）。
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五
三

鴻
章
と
会
談
し
た
。
大
久
保
が
「
雨
降
地
固
ノ
俗
語
ア
リ
、
此
事
ア
ツ
テ
却
テ
両
国
ノ
幸
ナ
ラ
ン
」
と
述
べ
た
後
、
話
題
が
清
に
銅
が
不

足
し
て
い
る
こ
と
に
移
る
と
、
大
久
保
は
銅
を
供
給
す
る
旨
を
申
し
出
る
と
と
も
に
「
就
テ
ハ
我
、
必
貴
国
ニ
求
ム
ル
ノ
品
ア
ラ
ン
、
然

ラ
ハ
閣
下
ニ
書
ヲ
呈
シ
、之
ヲ
求
メ
ン
」
と
述
べ
た
。
す
る
と
李
は
「
是
有
無
相
通
ス
ル
ノ
道
ニ
シ
テ
固
ヨ
リ
所
望
ナ
リ
」
と
返
答
し
た（ 60  

） 。

大
久
保
と
李
は
こ
の
会
談
で
日
清
の
貿
易
振
興
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

　

表
11
の
①
は
清
国
農
業
の
調
査
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
清
と
の
危
機
を
脱
し
た
大
久
保
は
、
翌
年
四
月
、
早
速
、
清
の
農
業
調

査
の
必
要
性
に
つ
い
て
上
申
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
の
動
植
物
の
多
く
は
清
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
伝
来
し
て

い
な
い
有
益
な
動
植
物
が
少
な
く
な
い
こ
と
、隣
国
な
の
で
日
本
と
「
風
土
必
適
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、清
は
広
大
な
の
で
、

ま
ず
、
天
津
、
山
東
等
か
ら
羊
や
驢
馬
、
穀
菜
類
、
ブ
ド
ウ
、
モ
モ
等
を
調
査
し
、
購
入
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
の
で
あ
る
。
清
に
派
遣

さ
れ
た
武
田
等
は
動
植
物
を
購
入
し
、
こ
れ
ら
は
内
藤
新
宿
出
張
所
で
試
験
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各
府
県
に
貸
与
、
払
い
下
げ
ら
れ
た（ 61  

） 。

　

②
は
清
、
③
は
清
・
イ
ン
ド
茶
業
の
調
査
で
あ
る
。
明
治
八
年
一
〇
月
、
大
久
保
は
、「
欧
米
諸
国
ノ
求
需
ニ
応
シ
」
て
製
茶
の
盛
ん

な
清
国
の
景
況
を
調
査
す
る
た
め
勧
業
寮
一
〇
等
出
仕
の
多
田
元
吉
を
派
遣
し
た
。
そ
の
後
、
大
久
保
は
、
イ
ン
ド
が
中
国
・
日
本
の
茶

を
圧
制
す
る
た
め
に
多
数
の
蒸
気
器
械
を
設
置
し
て
奮
励
尽
力
し
て
い
る
と
い
う
情
報
を
得
た
た
め
、多
田
等
を
イ
ン
ド
と
清
に
派
遣
し
、

製
茶
や
そ
の
器
械
を
調
査
さ
せ
た
。
多
田
は
帰
国
後
、
高
知
県
に
派
遣
さ
れ
、
茶
葉
を
採
取
し
て
紅
茶
を
試
製
す
る
と
と
も
に
、
有
志
の

者
へ
伝
習
を
行
っ
た（ 62  

） 。

　

④
は
下
総
牧
羊
場
の
羊
を
購
入
す
る
た
め
の
派
遣
で
あ
る（ 63  

） 。

　

⑤
は
直
輸
出
の
事
前
調
査
で
あ
る
。
明
治
七
年
一
〇
月
、
大
久
保
の
代
理
を
つ
と
め
た
伊
藤
博
文
内
務
卿
は
、
国
産
品
輸
出
と
海
外
へ

の
出
店
は
物
産
増
殖
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
が
、
急
に
出
店
し
て
も
失
敗
す
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日

本
茶
・
生
糸
等
の
評
判
を
調
査
し
て
報
告
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
伊
藤
は
、
調
査
後
に
「
精
良
適
宜
之
貨
物
」
を
輸
出
す
れ
ば
「
自
カ
ラ

御
国
産
之
声
価
、
支
那
国
ニ
優
リ
可
申
者
必
然
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
当
面
の
目
標
は
、
生
糸
・
茶
輸
出
の
ラ
イ
バ
ル
国
で
あ
る
清
に
勝

つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
神
鞭
は
九
年
一
月
に
米
国
商
況
視
察
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る（ 64  

） 。
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⑥
⑦
は
万
国
博
参
加
の
一
環
と
し
て
の
農
業
調
査
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
万
国
博
へ
の
参
加
は
、
国
産
品
の
宣
伝
と
海
外
市
場
の
調
査
を

目
的
と
す
る
。
⑦
に
お
い
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
注
目
し
た
の
は
、
日
本
の
気
候
と
大
差
が
な
く
、
輸
入
し
た
動
植
物
が
繁
殖
す
る
と
考

え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
特
に
日
本
に
お
い
て
毛
布
使
用
、
肉
食
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
牧
羊
の
調
査
に
重
点
が
置
か
れ
た（ 65  

） 。

　

⑧
は
、
駒
場
農
学
校
の
教
師
を
招
聘
す
る
た
め
の
派
遣
、
⑨
は
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
で
開
催
さ
れ
る
万
国
養
蚕
公
会
へ
の
派
遣
で
あ
っ

た（ 66  

） 。

　

①
②
③
の
派
遣
は
清
の
調
査
（
イ
ン
ド
を
含
む
）、
⑤
の
派
遣
は
清
と
の
貿
易
競
争
に
勝
つ
た
め
の
調
査
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
日

本
に
は
文
明
開
化
の
風
潮
が
席
巻
し
、
国
民
は
欧
米
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
勧
業
寮
の
目
は
清
に
も
向
い
て
い

た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
輸
出
に
お
い
て
清
が
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
距
離
的
に
近
い
と
い
う

こ
と
も
大
き
い
。
こ
れ
は
欧
米
に
比
し
て
気
候
風
土
が
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
た
理
由
で
も
あ
る
が
、

輸
送
コ
ス
ト
も
抑
え
ら
れ
、
さ
ら
に
欧
米
に
比
し
て
物
価
の
低
い
清
国
の
場
合
、
動
植
物
の
安
価
な

購
入
が
可
能
で
あ
る
し
、
清
国
人
の
低
賃
金
雇
用
も
可
能
で
あ
っ
た
。
植
村
正
治
氏
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
当
時
の
平
均
月
給
は
清
国
人
三
一
・
五
円
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
一
八
二
・
六
円
、
ア
メ
リ
カ
人

二
〇
六
・
五
円
で
あ
っ
た（ 67  

） 。
実
際
に
明
治
八
〜
九
年
に
、
紅
茶
製
造
や
人
工
孵
卵
の
伝
習
の
た
め
に
清

国
人
が
雇
用
さ
れ
た
の
で
あ
る（ 68  

） 。

４　

国
内
農
業
調
査
の
実
施

　

勧
業
寮
の
目
は
外
国
だ
け
で
な
く
国
内
に
も
向
い
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
四
月
に
は
、

表
12
に
示
し
た
植
物
を
買
い
上
げ
る
旨
の
伺
い
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
は
実
地
試
験
に
よ
る
培
養

方
法
・
土
質
へ
の
適
否
の
調
査
、
一
般
へ
の
展
覧
・
分
与
、
そ
し
て
、
輸
出
品
と
し
て
育
成
す
る
こ

と
で
あ
っ
た（ 69  

） 。
勧
業
寮
は
、
果
木
＝
食
用
、
薬
草
＝
薬
用
、
観
花
常
葉
樹
木
・
美
花
草
・
水
草
＝
観

表 12　 明治 7年 国内植物買上リスト
種　　類 種数

果木類（ナシ、リンゴ、ザクロ等） 34
薬草類（人参、地黄、景天等） 27
観花常葉樹木類（椿、梅、ボケ等） 104
美花草類（スカシユリ、夏菊等） 62
水草類（カキツバタ、ハス等） 19

合    計 246
典拠：『農務顛末』第 5巻 1262-1266 頁より作成。
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五
五

賞
用
と
し
、
栽
培
成
功
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
に
投
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

表
９
に
稲
の
試
験
が
す
べ
て
内
国
種
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
内
農
業
調
査
で
も
重
点
が
置
か
れ
た
の
は

稲
で
あ
っ
た
。
明
治
七
年
四
月
に
は
優
良
種
籾
を
取
り
寄
せ
て
内
藤
新
宿
出
張
所
（
試
験
場
）
で
試
験
す
る
た
め
、
武
州
稲
毛
村
と
日
光

道
中
草
加
宿
に
勧
業
寮
官
員
を
派
遣
し
た（ 70  

） 。
ま
た
、
九
年
一
月
に
は
、
優
良
米
の
生
産
地
で
あ
る
白
川
、
岡
山
、
愛
知
、
宮
城
県
に
対
し
、

精
良
の
種
子
を
選
び
、
品
名
に
は
「
其
土
地
之
方
言
ヲ
詳
記
」
し
て
二
升
ず
つ
送
る
よ
う
に
達
し
た
。
三
月
ま
で
に
各
府
県
か
ら
種
子
が

集
め
ら
れ
た（ 71  

） 。
勧
業
寮
は
優
良
種
を
府
県
に
広
げ
る
た
め
に
試
験
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
に
、「
方
言
ヲ
詳
記
」
さ
せ
た

点
が
興
味
深
い
。

　

明
治
七
年
七
月
、
大
蔵
省
か
ら
全
国
の
物
産
取
調
事
業
を
継
承
し
た
勧
業
寮
は
、
府
県
に
調
書
雛
形
を
公
布
し
た
。
そ
の
後
、
土
地
に

よ
っ
て
名
称
に
異
同
が
あ
る
な
ど
問
題
が
発
生
し
た
た
め
、「
成
丈
ケ
普
通
ノ
名
称
ヲ
用
ヒ
、
品
ニ
ヨ
リ
其
別
名
ヲ
モ
記
載
シ
候
様
、
御

取
計
ヒ
有
之
度
」
と
府
県
に
依
頼
し
た（ 72  

） 。
お
そ
ら
く
同
品
種
で
も
地
域
に
よ
り
呼
び
名
が
異
な
る
も
の
が
続
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
国

内
産
品
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
未
知
の
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、「
方
言
ヲ
詳
記
」
す
る
の
は
品
種
特
定
の
た
め
重
要
で
あ
っ
た
。

　

明
治
の
世
と
な
り
、
交
通
運
輸
の
便
が
開
け
て
諸
外
国
か
ら
未
知
の
植
物
等
が
流
入
し
た
。
未
知
ゆ
え
に
勧
業
寮
は
こ
れ
ら
を
取
り
寄

せ
、
そ
の
適
性
を
調
べ
る
た
め
各
地
で
試
験
を
実
施
し
た
。
一
方
、
国
内
の
物
産
取
調
も
開
始
し
、
名
称
を
正
し
て
異
同
を
確
認
し
よ
う

と
し
た
。
勧
業
寮
は
国
内
に
お
い
て
も
、
ま
ず
ど
の
よ
う
な
産
物
が
存
在
す
る
か
と
い
う
調
査
か
ら
始
め
た
の
で
あ
る
。
在
来
種
を
把
握

し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
外
国
に
傾
注
し
た
調
査
な
ど
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

勧
業
寮
は
一
等
寮
と
し
て
華
々
し
く
ス
タ
ー
ト
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
が
、
発
足
か
ら
一
年
半
の
間
、
そ
の
実
態
は
基
本
的
に
大
蔵

省
の
勧
業
政
策
を
継
承
し
、
こ
れ
を
進
め
る
だ
け
で
、
新
規
事
業
に
着
手
で
き
ず
に
い
た
。
そ
の
原
因
は
佐
賀
の
乱
や
台
湾
出
兵
等
の
内
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学
報 

第
四
四
五
号　

二
〇
一
一
年
三
月

五
六

変
外
事
と
、
こ
れ
に
関
わ
る
大
久
保
の
不
在
（
強
い
政
治
力
の
不
在
）
と
臨
時
出
費
、
節
倹
の
達
等
に
よ
る
予
算
制
限
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
勧
業
寮
が
設
立
当
初
か
ら
抱
え
て
い
た
原
因
も
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
勧
業
資
本
金
で
あ
る
。
勧
業
寮
は
基
本
的
に
は

大
蔵
省
勧
農
寮
（
の
ち
租
税
寮
勧
業
課
）
が
勧
業
資
本
金
で
運
営
し
て
い
た
業
務
を
継
承
し
た
。
勧
業
資
本
金
は
勧
農
寮
が
プ
ー
ル
し
た

資
金
な
の
で
勧
農
寮
の
裁
量
で
使
用
で
き
、
明
治
五
年
一
〇
月
の
勧
農
寮
廃
止
後
も
租
税
寮
勧
業
課
に
引
き
継
が
れ
、
財
政
難
の
中
で
勧

業
事
業
を
進
め
て
い
く
財
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
隈
は
内
務
省
設
立
に
際
し
て
勧
業
資
本
金
を
国
庫
に
返
納
し
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
た
め
、
内
務
省
勧
業
寮
は
大
蔵
省
の
勧
業
業
務
を
引
き
継
い
だ
際
に
、
財
源
確
保
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
一
躍
一
等
寮
と
な
っ
た
勧
業
寮
で
あ
っ
た
が
、
勧
業
諸
費
の
経
費
額
が
前
年
度
並
み
に
抑
え
ら
れ
た
た
め
、
大
蔵
省
租
税
寮
の
一
課

に
す
ぎ
な
か
っ
た
勧
業
課
の
業
務
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
勧
業
寮
は
設
立
直
前
ま
で
勧
農
寮
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
工
商
政
策
の
構
想
は
貧
弱
で
あ
り
、

農
に
比
し
て
工
商
の
事
業
が
後
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
勧
業
寮
の
実
態
は
勧
農
寮
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

明
治
七
年
の
内
変
外
事
が
落
着
す
る
と
、
翌
年
、
大
久
保
の
政
治
力
が
発
揮
さ
れ
、
勧
業
政
策
が
本
格
化
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
に
予
算
が
付
け
ら
れ
て
い
た
業
務
（
大
蔵
省
か
ら
引
き
継
い
だ
事
業
）
も
着
実
に
進
ん
で
い
た
。
そ
の
中
で
代
表
的
な
事
業
が

植
物
試
験
と
外
国
種
苗
の
府
県
頒
布
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
史
上
の
評
価
は
極
め
て
低
く
、
無
系
統
な
導
入
、
闇
雲
な
頒
布
な
ど
と

評
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
初
年
の
植
物
に
関
す
る
参
考
デ
ー
タ
が
な
い
状
況
で
、
そ
の
系
統
的
な
導
入
は
不
可
能
で
あ
る
。
系
統

的
＝
順
序
だ
っ
た
計
画
的
導
入
と
は
、
参
考
デ
ー
タ
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
。
勧
業
寮
の
外
国
種
苗
頒
布
は
、
ま
ず
、

全
国
各
地
の
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
政
策
の
第
一
段
階
が
東
京
の
内
藤
新
宿
出
張
所
で
の
試
験
、
第
二
段
階
が

日
本
各
地
で
の
適
性
試
験
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
勧
業
寮
の
植
物
試
験
・
府
県
頒
布
は
、
計
画
の
初
期
段
階
で
あ
り
、
無
系
統
、
ま
し
て

は
闇
雲
と
評
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
政
策
の
意
義
を
評
価
す
る
際
、
そ
の
結
果
だ
け
を
み
る
の
で
は
な
く
、
計
画
や
経
過
を
注
視
し
、

立
案
者
の
意
図
を
正
確
に
よ
み
と
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

  

ま
た
、
本
稿
で
は
植
物
試
験
と
と
も
に
、
国
内
外
の
農
業
調
査
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
勧
業
寮
は
欧
米
、
清
、
イ
ン
ド
、
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内
務
省
勧
業
寮
の
成
立
と
勧
農
政
策
（
國
）

五
七

国
内
で
調
査
を
展
開
し
て
お
り
、
欧
米
農
法
の
み
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
文
明
開
化
期

の
西
洋
賞
賛
の
風
潮
と
、
勧
業
寮
の
政
策
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
勧
業
寮
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
治
八
年
中
頃
ま
で
し
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
拙
稿
「
明
治
初
期
大
蔵
省
の
勧
農
政
策
」（『
人
文
学
報
』
第
四
三
〇
号
歴
史
学
編
第
三
八
号
、
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
・
首
都
大
学
東
京
都
市

教
養
学
部
人
文
・
社
会
系
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）。

（
２
）
勝
田
政
治
『
内
務
省
と
明
治
国
家
形
成
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
一
五
六
頁
。

（
３
）
石
塚
裕
道
『
日
本
資
本
主
義
成
立
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
、
一
一
一
〜
一
一
四
頁
。

（
４
）
茨
城
県
農
業
史
研
究
会
編
『
茨
城
県
農
業
史
』
第
一
巻
、
一
九
六
三
年
、
三
三
〜
三
四
頁
。

（
５
）
勝
部
眞
人
『
明
治
農
政
と
技
術
革
新
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
頁
。

（
６
）
大
蔵
省
編
『
歳
入
歳
出
決
算
報
告
書
』
上
編
（『
明
治
後
期
産
業
発
達
史
資
料
』
第
一
巻
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
八
年
、
三
〇
一
、三
二
五
頁
）。

筆
者
は
以
前
、『
大
蔵
省
考
課
状
』
を
読
み
解
く
中
で
「
勧
業
授
産
ノ
要
費
」
を
申
請
し
て
許
可
を
得
た
の
は
山
梨
県
の
み
で
、
実
際
に
資
金
が

下
付
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
り
、「
府
県
へ
の
勧
業
委
託
は
、
形
式
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
」
と
記
し
た
（
前
掲
、
拙
稿
「
明
治
初
期

大
蔵
省
の
勧
農
政
策
」）。
こ
れ
は
誤
り
で
、
わ
ず
か
四
件
で
は
あ
る
が
交
付
金
が
与
え
ら
れ
た
事
実
を
確
認
し
た
。
熊
谷
県
の
事
例
に
つ
い
て
は
、

松
沢
裕
作
『
明
治
地
方
自
治
体
制
の
起
源
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
第
Ⅰ
部
第
三
章
参
照
。

（
７
）「
勧
農
寮
正
算
司
廃
止
ノ
儀
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
五
年
一
〇
月
、
大
蔵
省
伺
一
、2A

-9-

公654

、
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
８
）
前
掲
、
勝
部
、
三
六
頁
。

（
９
）「
勧
農
見
込
書
」（『
大
蔵
省
理
事
功
程
』
三
、明
治
九
年
二
月
、国
立
公
文
書
館
蔵
）。
阿
部
潜
と
「
勧
農
見
込
書
」
に
つ
い
て
は
、友
田
清
彦
氏
が
「
岩

倉
使
節
理
事
官
『
理
事
功
程
』
と
日
本
農
業
」（
２
）（『
農
村
研
究
』
八
四
号
、
東
京
農
業
大
学
農
業
経
済
学
会
、
一
九
九
七
年
三
月
）
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
九
七
〜
一
九
八
頁
。「
澳
国
博
覧
会
報
告
・
第
二
区
農
業
及
山
林
」（
土

屋
喬
雄
編
『
Ｇ
・
ワ
グ
ネ
ル
維
新
産
業
建
設
論
策
集
成
』
北
隆
館
、
一
九
四
四
年
、
一
六
一
頁
）。
大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
編
『
明
治
前
期
財
政

経
済
史
料
集
成
』
第
一
巻
、
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
二
年
、
五
二
二
〜
五
三
〇
頁
。

（
11
）「
国
家
富
強
ノ
根
本
ヲ
奨
励
シ
不
急
ノ
費
ヲ
省
ク
ベ
キ
ノ
意
見
書
」（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
大
隈
文
書
』
第
二
巻
、
一
九
五
九
年
、
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四
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号　

二
〇
一
一
年
三
月

五
八

一
〜
三
頁
）。

（
12
） 

西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編『
西
郷
隆
盛
全
集
』第
三
巻
、大
和
書
房
、一
九
七
八
年
、一
五
一
〜
一
六
八
頁
。
伊
地
知
の
勧
農
政
策
に
つ
い
て
は
、

友
田
清
彦
「
伊
地
知
正
治
の
勧
農
構
想
と
内
務
省
勧
業
寮
」（『
日
本
歴
史
』
六
五
〇
号
、
二
〇
〇
二
年
七
月
、
吉
川
弘
文
館
）
参
照
。

（
13
）
大
霞
会
編
『
内
務
省
史
』
第
三
巻
、
原
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
九
五
九
〜
九
六
九
頁
。

（
14
）
前
掲
、「
勧
農
寮
正
算
司
廃
止
ノ
儀
伺
」。

（
15
）『
法
令
全
書
』
明
治
六
年
、
太
政
官
第
三
九
〇
、
内
閣
官
報
局
。

（
16
）
柏
原
宏
紀
『
工
部
省
の
研
究
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
四
、二
〇
七
頁
。

（
17
）
前
掲
、
拙
稿
「
明
治
初
期
大
蔵
省
の
勧
農
政
策
」。

（
18
）
明
治
七
年
三
月
、「
勧
業
寮
事
務
章
程
」（『
法
規
分
類
大
全
』
官
職
門
・
官
制
・
内
務
省
二
、
内
閣
記
録
局
、
七
三
〇
〜
七
三
三
頁
）。

（
19
）
中
村
政
則
他
編
『
経
済
構
想
』
日
本
近
代
思
想
体
系
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
六
頁
（
欄
外
註
）、
四
二
七
頁
（
中
村
政
則
執
筆
）。
ま

た
、「
殖
産
興
業
に
関
す
る
建
議
書
」
で
、内
務
行
政
の
基
本
方
針
が
示
さ
れ
た
と
す
る
見
解
も
多
い
（
例
え
ば
大
江
志
乃
夫
『
日
本
の
産
業
革
命
』

岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
一
〇
頁
）。
し
か
し
、
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
本
建
議
書
に
は
ど
の
よ
う
な
「
工
業
」
を
奨
励
す
る
の
か
と

い
う
具
体
的
な
指
摘
が
な
く
、
勧
業
方
針
を
示
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
建
議
書
に
は
「
政
府
政
官
」
と
い
う
文
言
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
上
か
ら
の
殖
産
興
業
政
策
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
り
も
、「
政
府
政
官
」
の
誘
導
力
不
足
の
た
め
に
勧
業
事
業
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
明
治
七
年
は
予
算
制
限
が
厳
し
く
、
勧
業
寮
の
業
務
が
な
か

な
か
進
ま
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
危
機
感
を
抱
い
た
大
久
保
（
ま
た
は
大
久
保
の
ブ
レ
ー
ン
）
が
、
大
蔵
省
を
は
じ
め
政
府
政
官
に
勧
業

政
策
を
理
解
さ
せ
、
一
致
団
結
し
て
勧
業
事
業
を
進
め
る
よ
う
に
求
め
た
の
が
、
こ
の
建
議
書
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
20
）
前
掲
、
拙
稿
「
明
治
初
期
大
蔵
省
の
勧
農
政
策
」。

（
21
）
小
幡
圭
祐
「
明
治
初
年
大
蔵
省
勧
農
政
策
の
展
開
過
程
」（『
歴
史
』
第
一
一
五
輯
、
東
北
史
学
会
、
二
〇
一
〇
年
九
月
）。

（
22
）
齋
藤
一
暁
『
河
瀬
秀
治
先
生
伝
』
上
宮
教
会
、
一
九
四
一
年
（
復
刻
版
、
大
空
社
、
一
九
九
四
年
）
四
〇
〜
四
一
頁
。
勧
業
頭
が
不
在
で
あ
る
が
、

明
治
七
年
一
月
に
伊
地
知
が
大
久
保
に
対
し
、
勧
業
寮
と
地
理
寮
に
つ
い
て
は
権
頭
で
採
用
し
た
後
、
実
績
を
積
ん
で
か
ら
頭
に
昇
進
さ
せ
る
旨

を
述
べ
て
い
る
の
で
、こ
れ
に
従
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
明
治
七
年
一
月
四
日
、大
久
保
利
通
宛
伊
地
知
正
治
書
翰
（
立
教
大
学
日
本
史
研
究
室
編
『
大

久
保
利
通
関
係
文
書
』
第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
、
九
三
〜
九
四
頁
））。
た
だ
し
地
理
寮
は
杉
浦
譲
が
頭
と
し
て
就
任
し
た
。
河
瀬

に
関
す
る
史
料
等
の
情
報
は
佐
藤
美
歩
氏
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

（
23
）
内
藤
遂
『
幕
末
ロ
シ
ア
留
学
記
』
雄
山
閣
、
一
九
六
八
年
、
八
四
〜
九
七
頁
。「
故
古
谷
勧
業
助
祭
粢
料
下
賜
方
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
九

月
内
務
省
伺
三
、2A

-9-

公1528

）。

（
24
） 

友
田
清
彦
「
農
政
実
務
官
僚
岩
山
敬
義
と
下
総
牧
羊
場
」（
一
）（
二
）（『
農
村
研
究
』
第
九
四
、九
五
号
、二
〇
〇
二
年
三
、九
月
）。
前
掲
、友
田
「
伊
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内
務
省
勧
業
寮
の
成
立
と
勧
農
政
策
（
國
）

五
九

地
知
正
治
の
勧
農
構
想
と
内
務
省
勧
業
寮
」。

（
25
）
大
日
本
山
林
会
編
『
田
中
芳
男
君
七
六
展
覧
会
記
念
誌
』
一
九
一
三
年
、
一
四
〜
一
五
頁
。
友
田
清
彦
「
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
と
日
本
に
お

け
る
養
蚕
技
術
教
育―

佐
々
木
長
淳
の
「
蚕
事
学
校
」
構
想
を
中
心
に
」（『
技
術
と
文
明
』
一
三
（
一
）
通
号
二
四
、
日
本
産
業
技
術
史
学
会
、

二
〇
〇
二
年
八
月
）。

（
26
）「
本
月
分
仮
定
額
金
御
渡
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
七
年
四
月
内
務
省
伺
二
、2A

-9-

公1062

）。
こ
の
仮
定
額
金
は
四
月
分
と
し
て
申
請
さ
れ
た
が
、

以
後
こ
の
金
額
が
基
本
的
に
継
続
さ
れ
て
い
く
。

（
27
） 『
歳
入
歳
出
決
算
報
告
書
』
上
編
、
二
七
九
〜
三
二
六
頁
。
第
七
期
歳
出
の
「
勧
業
費
」
は
三
四
万
二
三
八
五
円
と
、
第
六
期
の
四
倍
増
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
内
務
省
の
勧
業
寮
諸
費
が
こ
こ
か
ら
支
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
額
は
前
記
し
た
仮
定
額
金
（
七
年
三
月
申
請
）
の
勧

業
寮
諸
費
の
年
額
換
算
額
三
六
万
二
八
九
二
円
と
約
二
万
円
の
開
き
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
月
毎
の
繰
越
金
の
調
整
等
に
よ
り
誤
差
が
生
じ
た
と
思

わ
れ
る
。
決
算
値
と
し
て
正
し
い
の
は
「
勧
業
費
」
で
あ
る
が
、
こ
の
内
訳
が
不
明
な
の
で
、
本
稿
で
は
勧
業
寮
諸
費
の
数
値
で
分
析
を
進
め
た
。

第
一
期
か
ら
第
八
期
（
明
治
元
年
一
月
〜
八
年
六
月
）
の
歳
出
に
は
「
勧
業
貸
付
金
」「
勧
業
資
本
」「
勧
業
費
」
と
紛
ら
わ
し
い
三
つ
の
費
目
が

あ
る
。「
勧
業
貸
付
金
」
は
第
一
期
に
創
設
さ
れ
、
開
拓
使
事
業
や
煉
瓦
建
築
、
水
道
事
業
等
、
多
方
面
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
。「
勧
業
資
本
」
は

第
二
期
に
創
設
さ
れ
士
族
授
産
や
府
県
勧
業
資
金（
前
述
し
た「
勧
業
授
産
ノ
要
費
」）と
し
て
支
出
さ
れ
た
。「
勧
業
費
」は
第
四
期
に
創
設
さ
れ
、

農
工
に
必
要
な
器
械
・
動
植
物
の
購
入
や
富
岡
製
糸
場
建
築
費
に
あ
て
ら
れ
た
。
第
六
期
「
勧
業
費
」
の
内
訳
は
不
明
で
あ
る
が
、
富
岡
製
糸
場

費
が
こ
こ
か
ら
支
出
さ
れ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
勧
業
資
本
金
」
は
大
蔵
省
勧
農
寮
（
の
ち
租
税
寮
）
に
プ
ー
ル
さ
れ

た
資
金
で
あ
る
た
め
、
歳
出
決
算
表
の
費
目
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

（
28
）「
本
月
分
仮
定
額
金
下
附
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
八
月
内
務
省
伺
一
、2A

-9-

公1519

）。

（
29
）
前
掲
、
拙
稿
「
明
治
初
期
大
蔵
省
の
勧
農
政
策
」。
農
林
省
編
『
農
務
顚
末
』
第
三
巻
、
一
九
五
一
年
、
四
九
二
〜
四
九
三
頁
。

（
30
）「
明
治
六
年
中
勧
業
ノ
諸
費
出
方
大
蔵
省
協
議
上
申
」（『
公
文
録
』
明
治
七
年
一
〇
月
内
務
省
伺
六
、2A

-9-

公1094

）。

（
31
）「
勧
業
意
見
」
明
治
七
年
六
月
（「
大
久
保
利
通
文
書
」
二
九
六
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
）。

（
32
）「
本
年
仮
定
額
費
御
渡
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
七
年
八
月
内
務
省
伺
二
、2A

-9-

公1081

）。

（
33
）「
蕃
地
ノ
役
ニ
付
、
非
常
節
倹
御
達
ノ
儀
ニ
上
申
」（『
公
文
録
』
明
治
七
年
八
月
大
蔵
省
伺
二
、2A

-9-

公1140

）。『
法
令
全
書
』
明
治
七
年
、
太

政
官
第
一
〇
六
。

（
34
）
前
掲
「
明
治
六
年
中
勧
業
ノ
諸
費
出
方
大
蔵
省
協
議
上
申
」。

（
35
）「
屑
糸
繭
紡
績
器
械
買
入
設
立
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
七
年
四
月
内
務
省
伺
二
、2A

-9-

公1062

）。「
屑
糸
繭
紡
績
器
械
新
設
ノ
儀
伺
」（『
公
文
録
』

明
治
八
年
二
月
内
務
省
伺
二
、2A

-9-

公1477

）。「
屑
糸
紡
績
機
械
設
立
ノ
儀
再
三
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
四
月
内
務
省
伺
三
、2A

-9-

公

1492

）。
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二
〇
一
一
年
三
月

六
〇

（
36
）「
農
業
教
師
傭
入
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
二
月
内
務
省
伺
五
、2A

-9-

公1480

）。

（
37
）「
牧
羊
開
業
ノ
儀
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
五
月
内
務
省
伺
二
、2A

-9-

公1498

）。「
下
総
国
印
旛
郡
ノ
内
ニ
テ
牧
羊
地
買
上
伺
」（『
公
文
録
』

明
治
八
年
一
〇
月
内
務
省
伺
二
、2A

-9-

公1532

）。

（
38
）
前
掲
、
勝
田
、
一
六
三
〜
一
六
四
頁
。「
本
省
事
業
ノ
目
的
ヲ
定
ム
ル
ノ
議
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
一
〇
月
内
務
省
伺
二
、2A

-9-

公1532

）。

（
39
）「
本
省
定
額
金
ノ
儀
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
六
月
内
務
省
伺
二
、2A
-9-

公1508

）。
こ
の
時
の
測
量
司
は
地
理
寮
に
含
ま
れ
る
。

（
40
）『
法
令
全
書
』
明
治
八
年
、
太
政
官
第
一
七
二
、二
〇
六
、
内
務
省
第
一
三
〇
。
荻
野
敏
雄
氏
は
四
項
目
の
う
ち
ⓐ
ⓑ
ⓓ
が
「
第
一
関
門
を
通
過

し
」、
ⓒ
は
「
ま
っ
た
く
あ
と
回
し
」
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
（『
日
本
近
代
林
政
の
基
礎
構
造
』
日
本
林
業
調
査
会
、

一
九
八
四
年
、
一
九
頁
）。

（
41
）
永
井
秀
夫
『
明
治
国
家
形
成
期
の
外
政
と
内
政
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
、
二
三
八
〜
二
三
九
頁
。

（
42
）
農
林
省
農
務
局
編
『
明
治
前
期
勧
農
事
蹟
輯
録
』
上
巻
、
一
九
三
九
年
、
一
二
三
〜
一
二
四
、一
三
五
頁
。  

（
43
）
八
年
度
デ
ー
タ
を
採
用
し
た
の
は
、
各
種
別
と
も
九
年
度
と
大
差
が
な
い
こ
と
、
九
年
度
に
は
勧
農
局
（
明
治
一
〇
年
一
月
設
立
）
の
数
値
が
含

ま
れ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
ま
た
表
９
で
「
そ
の
他
」
に
含
め
た
薬
草
園
、
用
材
園
、
各
見
本
園
は
、
小
面
積
の
た
め
省
略
し
た
。

（
44
）
前
掲
、
大
日
本
山
林
会
、
一
八
頁
。

（
45
）
日
本
史
籍
協
会
編
『
大
久
保
利
通
文
書
』
四
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
四
五
六
、四
七
五
頁
。

（
46
） 

岩
間
泉「
明
治
前
期
に
お
け
る
勧
農
政
策
と
果
樹
作
」（『
中
国
農
業
試
験
場
報
告
』Ｃ
、農
業
経
営
部（
通
号
二
三
）、農
林
水
産
省
中
国
農
業
試
験
場
、

一
九
七
八
年
三
月
）。

（
47
）『
農
務
顚
末
』
第
五
巻
一
〇
七
二
〜
一
〇
七
三
頁
。

（
48
）
同
右
。
同
所
で
は
果
実
の
他
に
も
、
蔬
菜
や
筍
、
鳥
獣
魚
肉
の
貯
蔵
の
試
験
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
ジ
ャ
ム
が
製
造
さ
れ
た
（
大
日
方
純
夫
・

勝
田
政
治
他
編
『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
三
巻
、
一
九
八
三
年
、
三
四
〜
三
五
頁
）。

（
49
）『
農
務
顚
末
』
第
一
巻
三
三
七
〜
三
三
九
頁
。

（
50
）『
農
務
顚
末
』
第
五
巻
一
〇
七
一
〜
一
〇
七
二
、一
〇
八
〇
〜
一
〇
八
二
頁
。

（
51
）『
農
務
顚
末
』
第
三
巻
二
二
九
頁
。

（
52
）『
農
務
顚
末
』
第
一
巻
三
八
八
〜
三
八
九
頁
、
五
巻
一
〇
八
二
〜
一
〇
八
四
頁
。

（
53
）『
農
務
顚
末
』
第
一
巻
三
三
六
頁
。

（
54
）『
農
務
顚
末
』
第
一
巻
五
〇
三
〜
五
一
三
頁
。

（
55
）『
農
務
顚
末
』
第
三
巻
六
〜
九
頁
。

（
56
）『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
三
巻
、
二
九
〜
三
〇
頁
。
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内
務
省
勧
業
寮
の
成
立
と
勧
農
政
策
（
國
）

六
一

（
57
）『
農
務
顚
末
』
第
六
巻
四
五
五
〜
四
五
六
、八
五
二
頁
。

（
58
）『
農
務
顚
末
』
第
六
巻
四
五
六
〜
四
五
九
頁
。
小
笠
原
島
庁
編
『
小
笠
原
島
誌
纂
』
一
八
八
八
年
、
三
三
四
頁
。

（
59
）
西
村
卓
『「
老
農
事
代
」
の
技
術
と
思
想
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
年
、
二
六
頁
。

（
60
）
日
本
史
籍
協
会
編
『
大
久
保
利
通
日
記
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
三
四
〇
〜
三
四
二
頁
。

（
61
）「
清
国
ヘ
勧
業
寮
官
員
派
出
ノ
儀
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
五
月
内
務
省
伺
二
、2A

-9-

公1498

）。『
大
隈
文
書
』
第
四
巻
一
一
八
〜
一
四
一
頁
。

『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
二
巻
、
一
九
八
三
年
、
三
一
頁
。

（
62
）『
農
務
顚
末
』
第
二
巻
九
二
一
〜
九
二
五
、一
一
一
二
〜
一
一
一
三
、一
一
五
四
〜
一
一
七
八
頁
。『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
三
巻
一
二
〇
頁
。「
製

茶
取
調
ノ
為
メ
勧
業
寮
官
員
東
印
度
ア
サ
ム
ヘ
派
出
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
九
年
二
月
内
務
省
伺
三
、2A

-9-

公1830

）。

（
63
）『
明
治
前
期
勧
農
事
蹟
輯
録
』
上
巻
、
五
三
九
頁
。

（
64
）「
勧
業
事
務
ニ
付
官
員
一
名
米
国
派
出
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
七
年
一
一
月
内
務
省
伺
一
、2A

-9-

公1095

）。『
農
務
顚
末
』
第
六
巻
八
九
六
〜

八
九
八
頁
。『
大
隈
文
書
』
第
四
巻
一
八
七
〜
一
九
五
頁
。

（
65
）『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
二
巻
、
一
一
三
頁
。

（
66
）「
伊
国
ミ
ラ
ン
養
蚕
会
議
ヘ
官
員
派
遣
ノ
儀
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
九
年
五
月
内
務
省
伺
三
、2A

-9-

公1849

）。
前
掲
、
友
田
「
ウ
ィ
ー
ン
万
国

博
覧
会
と
日
本
に
お
け
る
養
蚕
技
術
教
育
」。

（
67
）
植
村
正
治
「
明
治
前
期
お
雇
い
外
国
人
の
給
与
」（『
流
通
科
学
大
学
論
集
』
流
通
・
経
営
編
、
二
一
（
一
）
流
通
経
済
大
学
学
術
研
究
会
、

二
〇
〇
八
年
七
月
）。

（
68
）
紅
茶
製
造
教
師
の
凌
長
富
の
当
初
の
給
料
は
二
五
円
（
翌
年
五
〇
円
に
昇
給
）、
人
工
孵
卵
教
師
の
陸
亨
瑞
が
一
五
円
で
あ
っ
た
（
拙
稿
「
明
治

初
期
の
お
雇
い
清
国
人
教
師 ―

紅
茶
製
造
業
と
人
工
孵
卵
事
業
を
事
例
と
し
て―

」 （『
異
文
化
交
流
史
の
中
の
教
育
者
達
に
見
る
思
想
・
実
践
の

変
容
と
現
代
的
課
題
に
関
す
る
学
際
的
研
究
』
東
京
都
立
短
期
大
学
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）。

（
69
）『
農
務
顚
末
』
第
五
巻
一
二
六
二
〜
一
二
六
六
頁
。
伺
い
通
り
に
購
入
で
き
た
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
第
八
期
か
ら
八
年
度
の
間
に
内
藤

新
宿
出
張
所
で
試
験
し
て
い
る
内
国
種
の
数
は
、
果
樹
園
が
五
八
か
ら
七
六
種
に
、
薬
草
園
が
一
五
か
ら
四
四
種
、
用
材
見
本
園
（
観
賞
用
植
物

を
含
む
）
が
九
六
か
ら
一
一
一
種
に
増
加
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
程
度
、
計
画
に
沿
っ
て
購
入
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
（『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』

第
二
巻
一
一
〜
二
〇
頁
）。

（
70
）『
農
務
顚
末
』
第
一
巻
一
〇
〜
一
一
頁
。

（
71
）『
農
務
顚
末
』
第
五
巻
一
〇
八
五
〜
一
〇
九
三
頁
。

（
72
）『
法
令
全
書
』
明
治
七
年
、
内
務
省
第
一
八
。『
農
務
顚
末
』
第
六
巻
九
〇
四
頁
。
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